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〈家賃支援給付金〉
　本件は既に組合事務局から各位に関係資料をお送り
し、ご案内していますが、あらためて「家賃支援給付金」
についてご紹介します。
　この公的支援策は、新型ウイルス感染症を契機とした
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面
する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃
料）の負担を軽減することを目的として実施されるもの
です。私たち刀剣商も例外ではなく、厳しい運営を迫ら
れています。テナントを賃借されている組合員には、ぜ
ひとも活用していただきたい制度です。
　給付対象となる条件は以下の通りで、3条件全てを満
たす必要があります。
①�資本金が10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事
業者、フリーランスを含む個人事業者のいずれかであ
ること。
②�5 〜 12月の間で、いずれか1カ月の売上高が前年同月
比で50%以上減少しているか、連続する3カ月の売上
合計が前年同期比で30%以上減少していること。

③�自らの事業のために占有している土地・建物の賃料を
支払っていること。
　条件に当てはまれば、法人で最大600万円、個人事業
者で最大300万円の給付を受けることができます。
　給付額は、申請時の直近1カ月の賃料に基づいて、まず
月額給付額を計算し、その6カ月分が一括で給付されま
す。月額給付額の算定方法は少しややこしく、賃料が75
万円（個人37.5万円）以下の分については3分の2、75万
円（個人37.5万円）を超える分については3分の1が月額
給付額になり、上限は月額100万円（個人50万円）です。
　例えば、個人で月額30万円の賃料を支払っている場合
は、30万円×2/3＝20万円が月額給付額となり、6カ月
分の120万円が給付されます。個人で月額45万円の家賃
を支払っている場合、37.5万円を超える部分は3分の1
ですから、37.5万円×2/3＋（45万円－37.5万円）×1/3
＝27.5万円が月額給付額となり、6カ月分の165万円が
給付されます。

　なお、申請に必要な書類は次の通りです。
①賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書等）
②�申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類
（銀行通帳の写し、振込明細書等）
③本人確認書類（運転免許証等）
④売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等）
　2021年1月15日までの間、いつでも申請できますの
で、該当される方は忘れずに申請してください。家賃支
援給付金についてのご相談は、コールセンター☎0120-
653-930（毎日8：30 〜 19：00）まで。
　みんなで力を合わせてコロナ渦を乗り切っていきま
しょう。今後とも有益な情報はお知らせしてまいります。
� （生野 正）

〈持続化給付金〉
　感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業
者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただ
くため、事業全般に広く使える給付金を支給します。農
業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅
広い業種の方が対象となりますので、本制度の活用をご
検討ください。

【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

　■売上減少分の計算方法
　　前年の総売上（事業収入）
� —（前年同月比▲50%月の売上×12 ヶ月）　

【給付対象の主な要件】
①�新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売
上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
②�2019年以前から事業による事業収入（売上）を得てお
り、今後も事業を継続する意思がある事業者。

③�法人の場合は、
（Ⅰ）資本金の額または出資の総額が10億円未満、または、
（Ⅱ）�上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が

2,000人以下である事業者。
※�6月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定
申告した個人事業者」「2020年1 〜 3月に開業した事
業者」の申請受付を開始しました。詳細は、以下のHP
をご覧ください。

【申請サイト】
「持続化給付金」の事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp

【申請要領・よくあるお問い合わせ等】
上記の事務局HPまたは、経済産業省HPよりご確認いた
だけます。
経済産業省HP（持続化給付金）
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

【お問い合わせ先】
持続化給付金事業コールセンター
直通番号：0120-115-570
IP電話専用回線：03-6831-0613
受付時間：8：30 〜 19：00
※8月（毎日）、9〜 12月（土・祝日を除く）
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全
国
刀
剣
商
業
協
同
組
合
は
六

月
十
七
日
の
理
事
会
に
お
い
て
、

本
年
十
一
月
一
～
三
日
に
開
催
を

予
定
し
て
い
た
「
大
刀
剣
市
」
の

中
止
を
決
定
し
た
こ
と
を
、
あ
ら

た
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

が
世
界
的
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
拡
大

し
て
い
る
状
況
下
で
、
い
か
に
し

た
ら
安
全
・
安
心
に
開
催
で
き
る

か
、
長
く
議
論
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
国
の
緊
急
事
態
宣
言
や
東

京
都
の
休
業
要
請
、
会
場
と
な
る

東
京
美
術
倶
楽
部
の
感
染
対
策
の

徹
底
な
ど
、
厳
し
い
環
境
と
不
透

明
な
見
通
し
を
併
せ
検
討
し
た
結

果
、
ご
来
場
の
お
客
さ
ま
や
関
係

者
を
第
一
に
考
慮
し
、
こ
の
よ
う

な
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

　
理
事
会
に
お
け
る
主
な
論
点
は

次
の
通
り
で
す
。

①�

開
催
日
の
十
一
月
一
日
時
点
で

感
染
は
収
束
し
て
い
る
か
。

②
出
店
者
を
募
れ
る
か
。

③�

国
内
外
か
ら
来
場
者
を
見
込
め

る
か
。

④�

出
品
の
撮
影
、カ
タ
ロ
グ
制
作
、

広
報
活
動
、
会
場
設
営
な
ど
が

円
滑
に
進
め
ら
れ
る
か
。

⑤�

会
場
で
は
三
密
を
避
け
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
守
れ

る
か
。

　
大
刀
剣
市
は
既
に
三
十
三
回
を

重
ね
、
毎
回
、
国
内
は
も
と
よ
り

世
界
中
の
刀
剣
愛
好
者
三
千
名
以

上
の
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
い
て

き
ま
し
た
。
楽
し
み
に
さ
れ
て
い

た
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

な
に
と
ぞ
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
実
行
委
員
会
一
同
、
こ
の
事
態

の
一
日
も
早
い
収
束
を
願
い
、
来

年
以
後
、
多
く
の
皆
さ
ま
が
笑
顔

で
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を

目
指
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

「
大
刀
剣
市
」の
開
催
中
止
に
つ
い
て

給付額（月額）：法人の場合
給付率1/3

給付率2/3

100万円

50万円

0
75万円 225万円

支払い賃料
（月額）

支払賃料等（月額） 給付額（月額、6か月分が一括支給）

法　人 75万円以下 賃料×給付率2/3

75万円超 75万円以下の賃料分の給付金（50万円）
＋賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円（月額）が上限

個　人
事業主

37.5万円以下 賃料×給付率2/3

37.5万円超 37.5万円以下の賃料分の給付金（25万円）
＋賃料のうち37.5万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、50万円（月額）が上限
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六
月
二
十
七
、
二
十
八
の
両
日
、
大

阪
美
術
刀
剣
業
組
合
主
催
の
「
な
ん
ば

刀
剣
ま
つ
り
」
第
九
回
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
「
京
都
刀
剣
ま
つ

り
」
や
大
阪
城
城
見
ホ
ー
ル
で
予
定
し

て
い
た
「
刀
座
」、
そ
れ
に
恒
例
の
一

大
イ
ベ
ン
ト
「
大
刀
剣
市
」
な
ど
の
延

期
や
中
止
が
相
次
ぎ
、
暗
い
影
を
落
と

す
中
で
の
開
催
で
し
た
が
、
い
つ
も
通

り
常
連
の
お
客
さ
ま
が
ご
来
場
い
た
だ

き
、
そ
こ
そ
こ
の
賑
わ
い
で
あ
り
ま
し

た
。
特
に
刀
剣
女
子
の
ご
来
場
が
目
に

つ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
秋
に
は
、
第
四
十
二
回
「
大
阪

刀
剣
ま
つ
り
」
が
九
月
二
十
一
～
二
十

二
日
に
大
阪
じ
ば
し
ん
に
て
開
催
さ
れ

ま
す
。

　
刀
剣
業
界
の
活
気
が
一
日
も
早
く
戻

る
こ
と
を
切
に
望
む
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
猿
田
慎
男
）

刀剣業界の情報紙である『刀剣界』では、記事を募集しています。ニュースや催事情報、イベント・リポート、ブック・レビュー、随筆・意見・感想など、何でも結構です。
写真も添えてください。組合員・賛助会員以外の方も歓迎です。ただし、採否は編集委員会に諮り、紙面の関係で編集させていただくことがあります。

　
つ
い
一
、
二
カ
月
ほ
ど
前
は
、

COVID

︱
19
の
感
染
者
数
の
多
く
は
首

都
圏
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
昨
今

で
は
状
況
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
対

応
の
仕
方
に
つ
い
て
も
各
事
業
者
や
団

体
、
個
人
の
判
断
に
任
せ
ら
れ
て
い
る

中
で
皆
さ
ん
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ

る
こ
ろ
に
は
ま
た
状
況
が
変
わ
っ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
は
展
示

会
の
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
十
月
六
日
（
火
）
か
ら
十
一
月
二
十

九
日
（
日
）
に
か
け
て
東
京
国
立
博
物

館
で
特
別
展
「
桃
山
︱
天
下
人
の
１
０

０
年
︱
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
日
本
甲
冑
が
好
き
と
い
う
人
の
多
く

は
、
何
だ
か
ん
だ
と
言
っ
て
も
「
桃
山

好
き
」
が
多
い
で
す
。
そ
の
理
由
は
、

お
そ
ら
く
英
雄
譚
の
中
で
華
々
し
く
活

躍
す
る
武
将
た
ち
の
多
く
が
生
き
た
時

代
が
桃
山
時
代
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

彼
ら
が
使
っ
た
と
の
伝
来
を
冠
し
た
甲

冑
の
遺
物
が
「
桃
山
時
代
の
作
」
と
言

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
キ
ッ

カ
ケ
で
甲
冑
の
世
界
に
入
っ
た
か
ら
、

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
私
個
人
と
し
て
は
、
中
世
か
ら
近
世

へ
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
中
世
の
価
値

観
か
ら
開
花
し
た
華
や
か
な
色
彩
感

覚
、
一
歩
外
れ
る
と
「
派
手
」
と
も
揶

揄
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
豪
壮
華
麗
な

デ
ザ
イ
ン
・
色
彩
感
覚
、
あ
る
い
は
千

利
休
が
大
成
し
た
と
さ
れ
る
茶
の
湯
か

ら
派
生
し
た
美
意
識
な
ど
に
裏
打
ち
さ

れ
た
美
術
品
群
に
心
ト
キ
メ
キ
ま
す
。

　
甲
冑
に
お
い
て
は
、
桃
山
時
代
は
長

く
継
続
的
に
あ
っ
た
戦
争
が
い
っ
た
ん

小
康
状
態
と
な
っ
た
時
期
な
の
で
、
各

地
の
有
力
大
名
同
士
が
互
い
に
顔
を
合

わ
せ
る
機
会
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
そ

れ
ま
で
使
用
し
て
き
た
地
方
ご
と
に
発

達
し
生
産
さ
れ
た
甲
冑
の
交
流
に
つ
な

が
り
、
あ
る
い
は
従
来
使
用
し
て
き
た

甲
冑
の
改
修
ま
た
は
あ
る
程
度
落
ち
着

い
て
生
産
で
き
る
時
間
の
確
保
に
つ
な

が
り
、
結
果
と
し
て
新
形
式
の
甲
冑
の

登
場
と
普
及
が
起
こ
っ
た
時
期
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
？
　
と
個
人
的
に
は
想

像
し
て
い
ま
す
。

　
展
示
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、
桃
山
時
代
な
ら
仙
台
市
博
物
館
所

蔵
の
「
伝
・
豊
臣
秀
吉
所
用
銀
伊
予

札
白
糸
威
胴
丸
具
足
」
が
大
好
き
な
の

で
、
お
勧
め
し
て
お
き
ま
す
（
笑
）。

　
さ
て
、
そ
の
展
示
会
に
お
い
て
、
当

日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
が
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、COVID

︱

19
流
行
が
収
ま
ら
な
い
た
め
残
念
で
す

が
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
病
気
が
ど
の
よ
う
に
収
束
す
る

の
か
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
個
人
個

人
の
状
況
は
違
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

応
じ
た
快
適
な
過
ご
し
方
、
楽
し
み
方

は
あ
り
ま
す
。
互
い
に
ま
た
笑
顔
で
会

え
る
よ
う
上
手
く
や
り
過
ご
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事
・
佐
々
木
亮
）

甲
冑
の
話
題
│
│
│
❾

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

　
政
府
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
、
都
か
ら

感
染
拡
大
防
止
協
力
要
請
。
自
粛
し
た

人
は
ど
う
過
ご
し
て
い
た
？

　
ゼ
エ
ゼ
エ
言
い
な
が
ら
誰
か
の
職
場

を
訪
ね
る
わ
け
に
い
か
ず
、俺
も
自
粛
。

世
の
お
母
さ
ん
は
お
子
さ
ん
に
料
理
を

教
え
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
俺

も
友
人
の
話
と
先
輩
の
一
言
に
よ
っ
て

台
所
へ
と
背
中
を
押
さ
れ
た
。

　
友
人
の
父
親
が
晩
年
、
病
院
に
見
舞

い
に
来
た
客
人
に
、
ま
ず
、
病
院
一
階

の
食
堂
の
ラ
ー
メ
ン
を
食
す
る
よ
う
勧

め
た
の
だ
と
い
う
。
病
室
に
戻
っ
て
来

た
客
人
に
「
な
っ
、
意
外
に
美
味
か
っ

た
ろ
？
」
と
感
想
を
求
め
て
い
た
と
い

う
話
。
そ
し
て
俺
の
運
転
す
る
隣
の
席

で
、
当
組
合
員
の
伊
藤
温
先
輩
が
「
あ

～
あ
、
美
味
し
い
醤
油
ラ
ー
メ
ン
食
い

て
え
な
」
と
独
り
言
。
こ
の
二
件
が
俺

を
自
粛
中
ラ
ー
メ
ン
作
り
に
突
き
動
か

し
た
の
だ
。

　
深
海
理
事
長
な
ら
銀
座
の
共
楽
、
持

田
理
事
な
ら
早
稲
田
の
メ
ル
シ
ー
と
、

魂
の
醤
油
ラ
ー
メ
ン
が
人
そ
れ
ぞ
れ
に

は
あ
ろ
う
。
二
軒
と
も
美
味
し
い
が
、
俺

の
魂
の
醤
油
ラ
ー
メ
ン
は
ま
た
違
う
。

　
二
十
代
の
俺
は
夜
中
に
何
を
食
べ
て

も
、
胃
も
た
れ
も
な
け
れ
ば
太
り
も
し

な
か
っ
た
。
床
に
つ
い
て
ウ
ト
ウ
ト
と

し
た
こ
ろ
、
聞
こ
え
る
の
だ
、
チ
ャ
ル

メ
ラ
の
音
が
。
セ
ー
タ
ー
と
つ
っ
か
け

サ
ン
ダ
ル
の
俺
を
、
お
じ
さ
ん
は
湯
気

の
中
で
待
っ
て
い
て
く
れ
る
。
早
速
生

麺
を
鍋
の
中
に
投
入
し
、
陶
器
の
丼
に

は
カ
エ
シ
と
白
い
粉
末
を
入
れ
る
。

　
屋
台
の
後
部
に
は
引
き
出
し
が
三

段
。上
の
段
は
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
。

下
の
二
段
に
生
麺
、
そ
の
左
右
に
分
か

れ
た
引
き
出
し
に
叉

チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
焼
と
メ
ン
マ
が

入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
屋
台

内
部
を
明
る
く
照
ら
す
二
方
向
か
ら
一

つ
へ
炎
が
ぶ
つ
か
り
合
う
カ
ー
バ
イ
ト

照
明
が
置
か
れ
、
そ
の
向
こ
う
は
屋
台

の
外
側
の
赤
い
ア
ク
リ
ル
板
に
黒
で

ラ
ー
メ
ン
の
文
字
を
ネ
オ
ン
風
に
映
し

出
す
。
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
さ
ん
や
、
ち
ば

て
つ
や
先
生
の
「
ハ
リ
ス
の
風
」
の
お

父
さ
ん
を
思
い
出
す
人
、相
当
古
い
ね
。

　
お
じ
さ
ん
の
ラ
ー
メ
ン
は
至
っ
て
シ

ン
プ
ル
。
そ
れ
を
目
指
す
と
、
豚
バ
ラ

ロ
ー
ス
を
丸
め
て
タ
コ
糸
で
縛
り
、
醤

油
、
味
醂
、
砂
糖
、
葱
の
青
い
部
分
に

一
日
漬
け
込
ん
だ
後
オ
ー
ブ
ン
へ
。
こ

の
時
ト
レ
ー
に
出
た
油
は
捨
て
ず
に
保

管
。
そ
の
後
、
つ
け
汁
と
と
も
に
鍋
で

煮
て
叉
焼
が
で
き
る
。
煮
汁
も
蕎
麦
屋

で
言
う
「
カ
エ
シ
」
と
し
て
生
か
す
。

味
の
骨
格
の
部
分
だ
。

　
数
度
の
失
敗
の
後
、落
ち
着
い
た
ス
ー

プ
の
素
は
、
昆
布
、
干
し
椎
茸
、
葱
の

青
い
部
分
、
玉
葱
、
生
姜
と
ニ
ン
ニ
ク

は
各
少
々
、
鶏
ガ
ラ
は
３
㍑
く
ら
い
だ

と
容
積
を
取
る
の
で
手
羽
元
に
し
た
。

混
合
節
は
失
敗
の
原
因
、
使
わ
な
い
。

　
さ
て
お
じ
さ
ん
を
思
い
出
し
、
前

も
っ
て
温
め
た
丼
に
カ
エ
シ
、ス
ー
プ
、

麺
を
入
れ
叉
焼
を
浮
か
べ
る
。
麺
と
ナ

ル
ト
と
メ
ン
マ
は
市
販
品
だ
。
試
食
。

薄
く
、
重
み
も
な
く
、
全
然
ラ
ー
メ
ン

の
味
に
な
ら
な
い
。
お
じ
さ
ん
の
白
い

粉
末
を
思
い
出
し
、
試
行
錯
誤
後
カ
エ

シ
に
塩
、
化
学
調
味
料
、
保
管
し
た
豚

ロ
ー
ス
の
油
を
加
え
よ
う
や
く
ラ
ー
メ

ン
ら
し
く
な
っ
た
。
一
杯
の
塩
分
一
体

何
グ
ラ
ム
だ
よ
？
　
結
論
①
美
味
し
い

も
の
は
体
に
悪
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　
お
じ
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
も
の
は

ラ
ー
メ
ン
の
味
だ
け
で
は
な
い
。
職
業

の
尊
さ
も
。
一
度
だ
け
チ
ャ
ル
メ
ラ
を

吹
か
せ
て
く
れ
た
。
ま
る
っ
き
り
音
が

出
な
い
。「
あ
ん
た
、
リ
ー
ド
楽
器
は

や
っ
た
こ
と
な
い
ね
」
と
言
わ
れ
た
。

オ
ー
ボ
エ
に
近
い
二
枚
リ
ー
ド
を
使
う

こ
の
楽
器
は
ト
ル
コ
に
ル
ー
ツ
を
持

ち
、
東
西
に
分
か
れ
て
伝
わ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
リ
ー
ド
が
手
に
入
ら
ず
、
お

じ
さ
ん
は
麦
製
の
ス
ト
ロ
ー
を
切
っ
て

自
作
し
て
い
た
。
右
手
で
チ
ャ
ル
メ
ラ

を
持
ち
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
、
左
手
で

屋
台
を
引
く
。
坂
道
は
ど
ん
な
に
健
脚

で
あ
ろ
う
と
避
け
る
。
営
業
を
終
え
屋

台
を
毎
度
洗
う
と
、
冬
場
は
滴
が
氷
柱

に
な
る
と
教
え
て
く
れ
た
。

　
俺
は
も
う
、
あ
の
こ
ろ
の
お
じ
さ
ん

の
年
齢
を
超
え
て
い
る
。
足
腰
が
丈
夫

な
う
ち
に
…
と
思
っ
た
が
、
何
と
今
は

屋
台
の
ラ
ー
メ
ン
の
認
可
が
新
た
に
与

え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
カ
ー
バ
イ
ト
照

明
も
チ
ャ
ル
メ
ラ
も
ネ
ッ
ト
で
探
す
と

見
つ
か
る
の
に
。

　
そ
う
い
え
ば
、
ス
ワ
ロ
ー
ズ
に
い
た

バ
レ
ン
テ
ィ
ン
外
野
手
が
ラ
ー
メ
ン
屋

台
で
店
主
か
ら
七
十
本
の
本
塁
打
を
ね

だ
ら
れ
る
ビ
ー
ル
の
２
０
１
３
年
の
Ｃ

Ｍ
か
ら
表
舞
台
で
見
な
い
も
の
な
。

　
結
論
②
俺
の
屋
台
を
引
く
夢
は
実
現

し
そ
う
に
な
い
。
プ
ラ
モ
デ
ル
で
我
慢

す
る
か
。

（
綱
取
譲
一
）
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土
方
歳
三
が
主
人
公
の
映
画
が
相
次

い
で
製
作
さ
れ
る
。

　
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
『
燃
え
よ
剣
』

の
実
写
映
画
は
五
月
二
十
二
日
に
東
宝

で
公
開
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
昨
今

の
事
情
に
よ
り
延
期
。
新
た
な
公
開
日

は
決
ま
り
次
第
発
表
さ
れ
る
。

　『
燃
え
よ
剣
』
は
司
馬
遼
太
郎
の
長

編
小
説
で
、
五
百
万
部
を
超
え
る
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
。
新
選
組
副
長
土
方
歳
三
を

主
人
公
に
、
近
藤
勇
・
沖
田
総
司
な
ど

新
選
組
の
志
士
た
ち
の
人
生
と
、
彼
ら

が
生
き
た
激
動
の
幕
末
を
描
い
た
作
品

だ
。
新
選
組
の
結
成
か
ら
、
大
政
奉
還

後
の
各
地
で
の
戦
い
、
そ
し
て
土
方
と

恋
人
お
雪
と
の
愛
を
描
い
て
い
る
。

　
俳
優
勢
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
大
河
ド

ラ
マ
「
軍
師
官
兵
衛
」
や
『
関
ヶ
原
』

な
ど
の
時
代
劇
を
数
多
く
演
じ
て
き
た

岡
田
准
一
を
主
演
に
、
柴
咲
コ
ウ
・
伊

藤
英
明
・
鈴
木
亮
平
・
山
田
涼
介
な
ど
、

豪
華
な
顔
ぶ
れ
が
揃
う
。
監
督
・
脚
本

は
「
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
」
の
原

田
眞
人
。

　
も
う
一
作
は
、
そ
の
名
も
「
歳
三
の

刀
」。
こ
ち
ら
は
新
選
組
副
長
の
土
方

歳
三
が
函
館
か
ら
ロ
シ
ア
に
渡
っ
た
と

い
う
歴
史
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
、
日
ロ
合

同
製
作
映
画
。

　
九
月
に
両
国
で
撮
影
を
開
始
し
、
来

年
九
月
か
ら
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
映
画
祭
や
東
京
国
際
映
画
祭
で
の
上

映
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
刀
剣
ワ
ー
ル
ド
財
団
（
愛
知
県
名
古

屋
市
）
で
は
天
下
三
名
槍
写
し
制
作
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の

度
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
蜻と

ん
ぼ蛉
切き

り

」の

写
し
が
完
成
し
た
。
本
歌
は
猛
将
・
本

多
忠
勝
（
桑
名
藩
初
代
藩
主
）
が
使
用

し
た
名
槍
で
あ
る
。

　
槍
は
最
古
の
武
器
の
一
つ
で
、
刺
突

だ
け
で
な
く
兜
の
上
か
ら
打
撃
を
与
え

る
こ
と
も
で
き
、
戦
い
の
際
に
は
旗
竿

と
し
て
の
用
途
も
あ
っ
て
、
現
在
も
優

勝
旗
な
ど
に
そ
の
風
習
が
見
ら
れ
る
。

　
戦
国
時
代
か
ら
は
武
士
の
表
道
具
の

代
表
格
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
大
名

行
列
編
成
の
際
、
将
軍
家
の
み
五
本
を

掲
げ
、
御
三

家
は
四
本
、

三
万
石
以
下

の
大
名
は
一
本
と
い
う
制
約
が
あ
っ
た

も
の
。
槍
は
刀
以
上
に
、
武
家
の
格
式

を
表
す
大
事
な
道
具
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鍛
造
し
た
の
は
山
形
県
指
定
無
形
文

化
財
保
持
者
の
上
林
恒
平
刀
匠
。
同
財

団
の
ブ
ロ
グ
記
事
「
蜻
蛉
切
写
し
が
完

成
間
近
！
」
を
あ
る
刀
剣
女
子
が
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
つ
ぶ
や
い
た
と
こ
ろ
、
五
千
人
以

上
の
反
応
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　「
御
手
杵
」「
日
本
号
」も
年
内
の
完
成

予
定
で
制
作
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
名

古
屋
刀
剣
博
物
館
・
名
古
屋
刀
剣
ワ
ー

ル
ド
の
開
館
時
に
は
天
下
三
名
槍
の
写

し
全
て
が
展
示
さ
れ
る
。
な
お
、
サ
イ

ト
で
は
九
月
に
公
開
さ
れ
る
予
定
。

土
方
歳
三
と
刀
が
テ
ー
マ
の
二
作

第
九
回
な
ん
ば
刀
剣
ま
つ
り
を
開
催

天
下
三
名
槍
の「
蜻
蛉
切
」写
し
が
完
成

『燃えよ剣』の土方歳三（岡田准一）ら
新選組隊士

完
成
し
た
名
槍﹁
蜻
蛉
切
﹂の
写
し
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去
る
六
月
三
十
日
、
深
海
理
事
長
と

警
察
庁
生
活
安
全
局
を
訪
問
し
ま
し

た
。
主
な
目
的
は
総
会
終
了
に
関
す
る

法
的
手
続
き
書
類
の
提
出
で
、
こ
れ
は

毎
年
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年

中
行
事
の
一
つ
で
す
。

　
時
節
柄
、
今
回
は
郵
送
で
も
よ
ろ
し

い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
深
海
理

事
長
は
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
訪
問
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

　
一
つ
は
、
今
回
、
創
立
以
来
初
め
て

の
書
面
総
会
で
あ
っ
た
こ
と
、
今
一
つ

は
、
警
察
庁
の
担
当
部
署
と
の
面
談
の

機
会
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
の
二
点
を
踏
ま
え
、
こ
の
機
会

を
逸
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
意
見
交

換
の
場
に
し
た
い
、
と
の
思
い
で
訪
問

し
た
次
第
で
す
。

　
当
日
は
生
活
安
全
企
画
課
の
高
見
昌

志
警
部
の
ほ
か
、
新
た
に
同
課
の
課
長

補
佐
に
着
任
さ
れ
た
中
森
浩
光
警
視
が

同
席
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
書
類
を
提
出

す
る
際
に
、
課
長
補
佐
が
同
席
さ
れ
る

こ
と
は
異
例
の
こ
と
な
の
で
、
理
事
長

は
あ
ら
た
め
て
組
合
の
防
犯
行
政
に
果

た
す
役
割
と
成
果
に
つ
い
て
説
明
、
報

告
す
る
と
と
も
に
、
組
合
の
諸
事
業
に

関
す
る
当
局
の
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

　
ま
た
余
談
の
中
で
、
前
任
の
谷
島
拓

人
課
長
補
佐
も
、
至
近
の
距
離
で
机
を

並
べ
て
い
る
こ
と
を
お
聞
き
し
、
安
心

し
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
谷
島
氏
は

昨
年
、理
事
長
が
「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」

の
資
格
認
定
事
業
の
説
明
と
そ
の
試
験

問
題
の
監
修
の
依
頼
に
伺
っ
た
際
、
犯

罪
抑
止
対
策
室
の
課
長
補
佐
と
し
て
主

た
る
対
応
を
さ
れ
た
方
な
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
方
が
近
く
で
勤
務
さ
れ
て
い

れ
ば
、
安
全
企
画
課
内
で
組
合
の
運
営

状
況
が
継
続
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　
今
後
も
、
機
会
を
み
て
訪
問
す
る
こ

と
で
、
組
合
の
立
場
を
よ
り
深
く
理
解

し
て
い
た
だ
き
、
円
滑
な
運
営
に
助
力

を
仰
ぐ
こ
と
を
期
し
て
霞
が
関
を
後
に

し
ま
し
た
。

（
清
水
儀
孝
）

　
当
組
合
の
活
動
の
中
で
、
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
般
の
方
々
か

ら
の
刀
剣
・
刀
装
具
の
買
い
取
り
が
あ

り
ま
す
。
当
人
か
ら
の
直
接
依
頼
の
ほ

か
、
登
録
事
務
を
行
う
都
道
府
県
教
育

委
員
会
や
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
な
ど
の
ご
紹
介
に
よ
っ
て

拝
見
す
る
機
会
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
活
動
は
組
織
的
に
は
経
済
委
員

会
評
価
査
定
部
会
の
担
当
に
な
り
ま
す

が
、
多
く
は
特
定
の
熱
心
な
役
員
に
集

中
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の

方
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
依
存
し
て
過

大
な
ご
負
担
を
お
か
け
し
て
い
る
の
が

実
情
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
小
生
も

た
ま
に
は
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　
刀
剣
・
刀
装
具
の
買
い
取
り
品
は
従

来
、
名
刀
・
名
品
か
ら
一
点
千
円
の
鐔

ま
で
、
毎
月
十
七
日
に
行
わ
れ
る
組
合

交
換
会
の
競
売
品
と
し
て
出
品
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、昨
今
の
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
、

交
換
会
や
大
刀
剣
市
な
ど
の
見
直
し
が

相
次
ぎ
、
組
合
の
財
務
に
も
一
段
と
厳

し
さ
が
増
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
買

い
取
り
品
に
も
保
存
・
特
別
保
存
と

い
っ
た
格
付
け
を
行
っ
て
か
ら
、
競
売

に
出
品
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
時

に
は
研
ぎ
・
鞘
・
鎺
な
ど
の
諸
工
作
を

施
す
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
以
前
か
ら
理
事
会
で
た
び
た
び
検
討

課
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も

組
合
員
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は
、
安
心

し
て
買
え
る
品
物
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
持
田
具
宏
）

組
合
買
い
取
り
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

日付 担当者 形態 種別・点数

4 月 6 日 服部・清水 出張買い入れ 刀 6振
4 月12日 清水・嶋田 出張査定 刀 多数
4 月18日 服部・清水 出張査定 刀・槍・火縄銃 16点
4 月25日 服部・清水 買い入れ 刀 2振
5 月14日 服部・清水 買い入れ 刀 8振
5 月24日 清水・嶋田 買い入れ 刀 3振　査定 3振
5 月28日 清水・嶋田 出張査定 刀他 10点（横浜地裁）
6 月 8 日 服部・清水 出張買い入れ 刀 8振
6 月14日 服部・清水 買い入れ 刀 1振
7 月 2 日 清水・嶋田 出張査定 刀 多数（日刀保）
7 月18日 服部・清水 査定 刀 1振
7 月22日 服部・清水 査定 刀 10振
7 月26日 服部・清水 査定 刀 1振
9 月 2 日 服部・清水 買い入れ 刀 3振
9 月18日 清水・嶋田 出張査定 刀 6振
9 月25日 服部・清水 買い入れ 刀 1振　査定 刀 4振

11月 1 日 理 事 全 員 買い入れ 大刀剣市　
刀 5振・刀装具 6点

11月 2 日 理 事 全 員 買い入れ 大刀剣市　刀 槍 4振

11月 3 日 理 事 全 員 買い入れ 大刀剣市　刀 2振
（3日間査定55点）

11月19日 清水・嶋田 出張査定 （東京国立博物館）
11月21日 服部・清水 買い入れ 刀 1振　査定 刀 3振
1 月10日 服部・清水 査定 刀 2振
1 月28日 服部・清水 買い入れ 刀 1振
2 月10日 服部・清水 買い入れ 刀 5振
3 月 9 日 服部・清水 査定 刀 5振・鐔 多数

令和元年度 組合査定・買い入れ状況

５月１日　紙面総会開催通知を
組合員に送付
25日　清水専務理事・嶋田常務
理事立ち会いの下に紙面総会
回答書を集計、第１〜第７議
案の全て承認可決
６月１日　東京美術倶楽部の
「新型コロナウィルス・ガイ
ドライン等対策会議」に出席
１日　紙面総会開催報告書を組
合員に送付
17日　東京美術倶楽部において
組合交換会を開催。参加44名、
出来高8,722,000円
17日　東京美術倶楽部において
第２回理事会を開催。出席
者、深海理事長・伊波副理事
長・土肥副理事長・服部副理
事長・清水専務理事・嶋田常
務理事・綱取常務理事・飯田
理事・大平理事・佐藤理事・
猿田理事・生野理事・瀬下理
事・松本理事・冥賀理事・持
田理事・吉井理事・大西監事
17日　東京美術倶楽部において
『刀剣界』第54号編集委員会
を開催（初校）。出席者、深
海理事長・伊波副理事長・服
部副理事長・清水専務理事・
嶋田常務理事・綱取常務理
事・飯田理事・大平理事・佐
藤理事・生野理事・瀬下理事・
松本理事・冥賀理事・持田理
事・土子民夫氏
19日　令和２年度「大刀剣市」
開催の可否についての文書を
組合員に送付
22日　神奈川県警より盗品手配
署の配布依頼あり
30日　深海理事長と清水専務理
事が警察庁を訪問

７月９日　評価査定のため深海
理事長と飯田理事が日刀保を
訪問
17日　東京美術倶楽部において
組合交換会を開催。参加33名、
出来高6,166,000円
17日　東京美術倶楽部において
『刀剣界』第55号編集委員会
を開催（企画）。出席者、深
海理事長・服部副理事長・嶋
田常務理事・綱取常務理事・
飯田理事・生野理事・瀬下理
事・松本理事・冥賀理事・持
田理事・土子氏
21日　信和会政経セミナーに深
海理事長と清水専務理事が出
席
31日　笠間警察署員が刀剣査定
依頼に来所
８月４日　銀座長州屋におい
て『全刀商』第29号編集委員
会を開催。出席者、深海理事
長・伊波副理事長・服部副理
事長・清水専務理事・嶋田常
務理事・綱取常務理事・土子
氏
27日　東京美術倶楽部において
組合交換会を開催。参加41名、
出来高10,857,500円
27日　東京美術倶楽部において
「刀剣評価鑑定士」第３回認
定試験を実施
27日　東京美術倶楽部において
『刀剣界』第55号編集委員会
を開催（初校）。出席者、深
海理事長・伊波副理事長・服
部副理事長・清水専務理事・
嶋田常務理事・綱取常務理
事・飯田理事・生野理事・瀬
下理事・冥賀理事・持田理事・
土子氏

組合こよみ（令和2年5～8月）

警
察
庁
を
訪
問
し
担
当
部
署
と
懇
談

　
今
年
は
終
戦
か
ら
七
十
五
年
の
節
目

の
年
で
す
。
そ
こ
で
、
八
月
十
八
日
に

靖
国
神
社
を
参
拝
し
、
併
せ
て
、
境
内

の
奥
に
今
も
残
る
靖
国
刀
の
鍛
錬
場
跡

を
訪
れ
ま
し
た
。

　
㈶
日
本
刀
鍛
錬
会
の
鍛
錬
場
が
当
時

の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
最

近
ま
で
筆
者
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
、
外
観
は
当
時
の
ま
ま
で
す
が
、

昭
和
六
十
二
年
に
内
部
は
茶
室
「
行
雲

亭
」
に
改
装
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
周
囲
に
は
木
々
が
生
い
茂
り
、
建
物

の
全
体
を
見
渡
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
当
時
の
写
真
か
ら
は
横
に
長
く
作

ら
れ
た
和
風
建
築
の
よ
う
に
見
え
ま

す
。
木
造
造
り
の
玄
関
、
事
務
室
、
来

賓
室
と
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
か

ら
な
る
五
カ
所
の
鍛
錬
場
と
休
憩
所
が

一
棟
と
な
り
、
二
階
部
分
に
は
研
ぎ
場

と
鞘
室
が
完
備
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と

で
す
（
ト
ム
岸
田
著
『
靖
国
刀
︱
伝
統

と
美
の
極
致
』
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
）。

　
昭
和
七
年
に
国
家
主
導
で
発
足
し
た

日
本
刀
鍛
錬
会
に
よ
り
、
鍛
錬
場
は
翌

年
に
靖
国
神
社
境
内
に
開
設
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
主
な
目
的
は
陸
海
軍
将
校
、

同
相
当
官
の
軍
刀
の
整
備
で
し
た
が
、

そ
の
動
向
は
鍛
刀
技
術
の
継
承
に
も
大

き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
多
く
の
刀
匠
は

廃
刀
令
以
降
、
本
職
の
刀
を
打
て
ず
に

農
具
や
刃
物
な
ど
の
製
作
で
食
い
つ
な

ぐ
有
様
で
、
ま
た
刀
匠
の
高
齢
化
に
よ

り
作
刀
技
術
の
伝
承
さ
え
困
難
に
な
っ

て
い
た
時
代
で
す
。

　
日
本
刀
の
素
材
と
な
る
和
鉄
を
生
産

す
る
た
た
ら
は
、
大
正
期
に
経
済
上
の

理
由
か
ら
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
、
良
質

な
玉
鋼
は
わ
ず
か
な
量
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
島
根
県
に
復

興
さ
せ
た
の
が
「
靖
国
た
た
ら
」
で
す

が
、
現
在
そ
の
技
術
は
（
公
財
）
日
本

美
術
刀
剣
保
存
協
会
の
「
日
刀
保
た
た

ら
」
と
し
て
継
承
さ
れ
、
現
代
刀
の
発

展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　
靖
国
刀
は
機
械
を
一
切
使
用
せ
ず
、

横
座
の
指
揮
で
先
手
二
名
が
大
槌
を
振

る
う
古
式
の
鍛
錬
法
に
よ
り
、
終
戦
ま

で
の
十
二
年
間
に
八
千
百
振
を
世
に
送

り
出
し
ま
し
た
。
国
家
を
動
か
し
、
こ

れ
ら
の
偉
業
を
達
成
し
た
当
時
の
刀
剣

を
愛
す
る
重
鎮
の
方
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
凄
い
も
の
で
す
。

　
昭
和
八
年
に
は
も
う
一
つ
、
日
本
刀

の
荒
廃
を
憂
い
て
日
本
刀
鍛
錬
伝
習
所

が
発
足
し
ま
す
。
衆
議
院
議
員
・
栗
原

彦
三
郎
師
が
自
邸
内
に
私
財
を
投
じ
て

開
設
し
た
鍛
錬
場
で
す
。
靖
国
刀
は
軍

事
的
な
要
請
か
ら
で
し
た
が
、
栗
原
師

は
刀
匠
精
神
の
衰
退
、
鍛
刀
技
術
の
伝

承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し

て
立
ち
上
げ
ま
す
。

　
昭
和
十
六
年
に
は
神
奈
川
県
座
間
に

日
本
刀
学
院
を
設
け
て
多
く
の
刀
匠
を

養
成
、
ま
た
文
部
省
の
後
援
を
得
て
、

自
ら
が
会
長
を
務
め
る
大
日
本
刀
匠
協

会
が
主
催
し
、
新
作
日
本
刀
展
覧
会
を

毎
年
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
は
コ
ン
ク
ー

ル
の
嚆
矢
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。

　
栗
原
師
は
当
初
、
軍
刀
の
需
要
に
一

切
応
え
よ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
日
本
刀
復
興
へ
の
強
い
願
い
と
、

軍
国
主
義
へ
向
か
う
国
内
情
勢
に
距
離

を
置
く
限
界
も
あ
り
、
や
が
て
「
軍
刀

報
国
」
を
唱
え
協
力
し
て
い
き
ま
す
。

　
日
本
刀
鍛
錬
会
の
靖
国
刀
と
た
た
ら

の
復
興
、
栗
原
師
と
大
日
本
刀
匠
協
会

の
活
動
は
、
い
ず
れ
も
現
代
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
明
治
の
廃
刀
令
以
降
、
刀
剣
の
需
要

は
低
迷
し
、
長
い
戦
争
を
経
験
し
て
き

た
た
め
に
、
単
な
る
軍
刀
の
時
代
と
み

な
さ
れ
、名
の
あ
る
刀
匠
は
別
と
し
て
、

多
く
の
刀
匠
の
経
歴
や
作
刀
に
は
関
心

が
持
た
れ
ず
、
研
究
が
進
ん
で
い
ま
せ

ん
。
ま
た
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
当
時

の
刊
行
物
も
現
在
は
入
手
が
難
し
く
、

そ
の
記
録
は
貴
重
な
も
の
と
言
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
刀
史
の
空
白
を
埋

め
る
こ
と
は
、
今
後
の
刀
剣
業
界
の
課

題
で
も
あ
り
ま
す
。
今
に
残
る
靖
国
神

社
の
鍛
錬
場
跡
は
、
貴
重
な
文
化
遺
産

の
一
つ
と
も
言
え
ま
す
。

　
刀
剣
に
携
わ
る
者
の
一
人
と
し
て
、

靖
国
刀
が
日
本
古
来
の
文
化
遺
産
の
継

承
に
大
き
く
貢
献
し
た
史
実
を
考
え
れ

ば
、
茶
室
へ
と
改
装
し
た
鍛
錬
場
の
一

部
を
当
時
の
状
態
に
復
元
し
、
継
承
さ

れ
て
き
た
工
芸
遺
産
を
次
の
時
代
に
引

き
継
い
だ
昭
和
の
歴
史
と
し
て
、
保
存

し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

（
嶋
田
伸
夫
）

靖
国
刀
の
誕
生
と
軌
跡

歴
史
探
訪

開設当時の鍛錬場（上）と現在の茶室「行雲亭」（下）



刀　剣　界令和2年9月15日発行（隔月刊） 第55号

（3）

　
六
月
二
十
七
、
二
十
八
の
両
日
、
大

阪
美
術
刀
剣
業
組
合
主
催
の
「
な
ん
ば

刀
剣
ま
つ
り
」
第
九
回
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
「
京
都
刀
剣
ま
つ

り
」
や
大
阪
城
城
見
ホ
ー
ル
で
予
定
し

て
い
た
「
刀
座
」、
そ
れ
に
恒
例
の
一

大
イ
ベ
ン
ト
「
大
刀
剣
市
」
な
ど
の
延

期
や
中
止
が
相
次
ぎ
、
暗
い
影
を
落
と

す
中
で
の
開
催
で
し
た
が
、
い
つ
も
通

り
常
連
の
お
客
さ
ま
が
ご
来
場
い
た
だ

き
、
そ
こ
そ
こ
の
賑
わ
い
で
あ
り
ま
し

た
。
特
に
刀
剣
女
子
の
ご
来
場
が
目
に

つ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
秋
に
は
、
第
四
十
二
回
「
大
阪

刀
剣
ま
つ
り
」
が
九
月
二
十
一
～
二
十

二
日
に
大
阪
じ
ば
し
ん
に
て
開
催
さ
れ

ま
す
。

　
刀
剣
業
界
の
活
気
が
一
日
も
早
く
戻

る
こ
と
を
切
に
望
む
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
猿
田
慎
男
）

刀剣業界の情報紙である『刀剣界』では、記事を募集しています。ニュースや催事情報、イベント・リポート、ブック・レビュー、随筆・意見・感想など、何でも結構です。
写真も添えてください。組合員・賛助会員以外の方も歓迎です。ただし、採否は編集委員会に諮り、紙面の関係で編集させていただくことがあります。

　
つ
い
一
、
二
カ
月
ほ
ど
前
は
、

COVID

︱
19
の
感
染
者
数
の
多
く
は
首

都
圏
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
昨
今

で
は
状
況
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
対

応
の
仕
方
に
つ
い
て
も
各
事
業
者
や
団

体
、
個
人
の
判
断
に
任
せ
ら
れ
て
い
る

中
で
皆
さ
ん
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ

る
こ
ろ
に
は
ま
た
状
況
が
変
わ
っ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
は
展
示

会
の
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
十
月
六
日
（
火
）
か
ら
十
一
月
二
十

九
日
（
日
）
に
か
け
て
東
京
国
立
博
物

館
で
特
別
展
「
桃
山
︱
天
下
人
の
１
０

０
年
︱
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
日
本
甲
冑
が
好
き
と
い
う
人
の
多
く

は
、
何
だ
か
ん
だ
と
言
っ
て
も
「
桃
山

好
き
」
が
多
い
で
す
。
そ
の
理
由
は
、

お
そ
ら
く
英
雄
譚
の
中
で
華
々
し
く
活

躍
す
る
武
将
た
ち
の
多
く
が
生
き
た
時

代
が
桃
山
時
代
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

彼
ら
が
使
っ
た
と
の
伝
来
を
冠
し
た
甲

冑
の
遺
物
が
「
桃
山
時
代
の
作
」
と
言

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
キ
ッ

カ
ケ
で
甲
冑
の
世
界
に
入
っ
た
か
ら
、

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
私
個
人
と
し
て
は
、
中
世
か
ら
近
世

へ
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
中
世
の
価
値

観
か
ら
開
花
し
た
華
や
か
な
色
彩
感

覚
、
一
歩
外
れ
る
と
「
派
手
」
と
も
揶

揄
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
豪
壮
華
麗
な

デ
ザ
イ
ン
・
色
彩
感
覚
、
あ
る
い
は
千

利
休
が
大
成
し
た
と
さ
れ
る
茶
の
湯
か

ら
派
生
し
た
美
意
識
な
ど
に
裏
打
ち
さ

れ
た
美
術
品
群
に
心
ト
キ
メ
キ
ま
す
。

　
甲
冑
に
お
い
て
は
、
桃
山
時
代
は
長

く
継
続
的
に
あ
っ
た
戦
争
が
い
っ
た
ん

小
康
状
態
と
な
っ
た
時
期
な
の
で
、
各

地
の
有
力
大
名
同
士
が
互
い
に
顔
を
合

わ
せ
る
機
会
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
そ

れ
ま
で
使
用
し
て
き
た
地
方
ご
と
に
発

達
し
生
産
さ
れ
た
甲
冑
の
交
流
に
つ
な

が
り
、
あ
る
い
は
従
来
使
用
し
て
き
た

甲
冑
の
改
修
ま
た
は
あ
る
程
度
落
ち
着

い
て
生
産
で
き
る
時
間
の
確
保
に
つ
な

が
り
、
結
果
と
し
て
新
形
式
の
甲
冑
の

登
場
と
普
及
が
起
こ
っ
た
時
期
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
？
　
と
個
人
的
に
は
想

像
し
て
い
ま
す
。

　
展
示
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、
桃
山
時
代
な
ら
仙
台
市
博
物
館
所

蔵
の
「
伝
・
豊
臣
秀
吉
所
用
銀
伊
予

札
白
糸
威
胴
丸
具
足
」
が
大
好
き
な
の

で
、
お
勧
め
し
て
お
き
ま
す
（
笑
）。

　
さ
て
、
そ
の
展
示
会
に
お
い
て
、
当

日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
が
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、COVID

︱

19
流
行
が
収
ま
ら
な
い
た
め
残
念
で
す

が
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
病
気
が
ど
の
よ
う
に
収
束
す
る

の
か
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
個
人
個

人
の
状
況
は
違
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

応
じ
た
快
適
な
過
ご
し
方
、
楽
し
み
方

は
あ
り
ま
す
。
互
い
に
ま
た
笑
顔
で
会

え
る
よ
う
上
手
く
や
り
過
ご
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

（
一
般
社
団
法
人
日
本
甲
冑
武
具
研
究

保
存
会
理
事
・
佐
々
木
亮
）

甲
冑
の
話
題
│
│
│
❾

（
一
社
）日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会

　
政
府
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
、
都
か
ら

感
染
拡
大
防
止
協
力
要
請
。
自
粛
し
た

人
は
ど
う
過
ご
し
て
い
た
？

　
ゼ
エ
ゼ
エ
言
い
な
が
ら
誰
か
の
職
場

を
訪
ね
る
わ
け
に
い
か
ず
、俺
も
自
粛
。

世
の
お
母
さ
ん
は
お
子
さ
ん
に
料
理
を

教
え
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
俺

も
友
人
の
話
と
先
輩
の
一
言
に
よ
っ
て

台
所
へ
と
背
中
を
押
さ
れ
た
。

　
友
人
の
父
親
が
晩
年
、
病
院
に
見
舞

い
に
来
た
客
人
に
、
ま
ず
、
病
院
一
階

の
食
堂
の
ラ
ー
メ
ン
を
食
す
る
よ
う
勧

め
た
の
だ
と
い
う
。
病
室
に
戻
っ
て
来

た
客
人
に
「
な
っ
、
意
外
に
美
味
か
っ

た
ろ
？
」
と
感
想
を
求
め
て
い
た
と
い

う
話
。
そ
し
て
俺
の
運
転
す
る
隣
の
席

で
、
当
組
合
員
の
伊
藤
温
先
輩
が
「
あ

～
あ
、
美
味
し
い
醤
油
ラ
ー
メ
ン
食
い

て
え
な
」
と
独
り
言
。
こ
の
二
件
が
俺

を
自
粛
中
ラ
ー
メ
ン
作
り
に
突
き
動
か

し
た
の
だ
。

　
深
海
理
事
長
な
ら
銀
座
の
共
楽
、
持

田
理
事
な
ら
早
稲
田
の
メ
ル
シ
ー
と
、

魂
の
醤
油
ラ
ー
メ
ン
が
人
そ
れ
ぞ
れ
に

は
あ
ろ
う
。
二
軒
と
も
美
味
し
い
が
、
俺

の
魂
の
醤
油
ラ
ー
メ
ン
は
ま
た
違
う
。

　
二
十
代
の
俺
は
夜
中
に
何
を
食
べ
て

も
、
胃
も
た
れ
も
な
け
れ
ば
太
り
も
し

な
か
っ
た
。
床
に
つ
い
て
ウ
ト
ウ
ト
と

し
た
こ
ろ
、
聞
こ
え
る
の
だ
、
チ
ャ
ル

メ
ラ
の
音
が
。
セ
ー
タ
ー
と
つ
っ
か
け

サ
ン
ダ
ル
の
俺
を
、
お
じ
さ
ん
は
湯
気

の
中
で
待
っ
て
い
て
く
れ
る
。
早
速
生

麺
を
鍋
の
中
に
投
入
し
、
陶
器
の
丼
に

は
カ
エ
シ
と
白
い
粉
末
を
入
れ
る
。

　
屋
台
の
後
部
に
は
引
き
出
し
が
三

段
。上
の
段
は
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
。

下
の
二
段
に
生
麺
、
そ
の
左
右
に
分
か

れ
た
引
き
出
し
に
叉

チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
焼
と
メ
ン
マ
が

入
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
屋
台

内
部
を
明
る
く
照
ら
す
二
方
向
か
ら
一

つ
へ
炎
が
ぶ
つ
か
り
合
う
カ
ー
バ
イ
ト

照
明
が
置
か
れ
、
そ
の
向
こ
う
は
屋
台

の
外
側
の
赤
い
ア
ク
リ
ル
板
に
黒
で

ラ
ー
メ
ン
の
文
字
を
ネ
オ
ン
風
に
映
し

出
す
。
フ
ラ
ン
キ
ー
堺
さ
ん
や
、
ち
ば

て
つ
や
先
生
の
「
ハ
リ
ス
の
風
」
の
お

父
さ
ん
を
思
い
出
す
人
、相
当
古
い
ね
。

　
お
じ
さ
ん
の
ラ
ー
メ
ン
は
至
っ
て
シ

ン
プ
ル
。
そ
れ
を
目
指
す
と
、
豚
バ
ラ

ロ
ー
ス
を
丸
め
て
タ
コ
糸
で
縛
り
、
醤

油
、
味
醂
、
砂
糖
、
葱
の
青
い
部
分
に

一
日
漬
け
込
ん
だ
後
オ
ー
ブ
ン
へ
。
こ

の
時
ト
レ
ー
に
出
た
油
は
捨
て
ず
に
保

管
。
そ
の
後
、
つ
け
汁
と
と
も
に
鍋
で

煮
て
叉
焼
が
で
き
る
。
煮
汁
も
蕎
麦
屋

で
言
う
「
カ
エ
シ
」
と
し
て
生
か
す
。

味
の
骨
格
の
部
分
だ
。

　
数
度
の
失
敗
の
後
、落
ち
着
い
た
ス
ー

プ
の
素
は
、
昆
布
、
干
し
椎
茸
、
葱
の

青
い
部
分
、
玉
葱
、
生
姜
と
ニ
ン
ニ
ク

は
各
少
々
、
鶏
ガ
ラ
は
３
㍑
く
ら
い
だ

と
容
積
を
取
る
の
で
手
羽
元
に
し
た
。

混
合
節
は
失
敗
の
原
因
、
使
わ
な
い
。

　
さ
て
お
じ
さ
ん
を
思
い
出
し
、
前

も
っ
て
温
め
た
丼
に
カ
エ
シ
、ス
ー
プ
、

麺
を
入
れ
叉
焼
を
浮
か
べ
る
。
麺
と
ナ

ル
ト
と
メ
ン
マ
は
市
販
品
だ
。
試
食
。

薄
く
、
重
み
も
な
く
、
全
然
ラ
ー
メ
ン

の
味
に
な
ら
な
い
。
お
じ
さ
ん
の
白
い

粉
末
を
思
い
出
し
、
試
行
錯
誤
後
カ
エ

シ
に
塩
、
化
学
調
味
料
、
保
管
し
た
豚

ロ
ー
ス
の
油
を
加
え
よ
う
や
く
ラ
ー
メ

ン
ら
し
く
な
っ
た
。
一
杯
の
塩
分
一
体

何
グ
ラ
ム
だ
よ
？
　
結
論
①
美
味
し
い

も
の
は
体
に
悪
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　
お
じ
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
も
の
は

ラ
ー
メ
ン
の
味
だ
け
で
は
な
い
。
職
業

の
尊
さ
も
。
一
度
だ
け
チ
ャ
ル
メ
ラ
を

吹
か
せ
て
く
れ
た
。
ま
る
っ
き
り
音
が

出
な
い
。「
あ
ん
た
、
リ
ー
ド
楽
器
は

や
っ
た
こ
と
な
い
ね
」
と
言
わ
れ
た
。

オ
ー
ボ
エ
に
近
い
二
枚
リ
ー
ド
を
使
う

こ
の
楽
器
は
ト
ル
コ
に
ル
ー
ツ
を
持

ち
、
東
西
に
分
か
れ
て
伝
わ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
リ
ー
ド
が
手
に
入
ら
ず
、
お

じ
さ
ん
は
麦
製
の
ス
ト
ロ
ー
を
切
っ
て

自
作
し
て
い
た
。
右
手
で
チ
ャ
ル
メ
ラ

を
持
ち
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
、
左
手
で

屋
台
を
引
く
。
坂
道
は
ど
ん
な
に
健
脚

で
あ
ろ
う
と
避
け
る
。
営
業
を
終
え
屋

台
を
毎
度
洗
う
と
、
冬
場
は
滴
が
氷
柱

に
な
る
と
教
え
て
く
れ
た
。

　
俺
は
も
う
、
あ
の
こ
ろ
の
お
じ
さ
ん

の
年
齢
を
超
え
て
い
る
。
足
腰
が
丈
夫

な
う
ち
に
…
と
思
っ
た
が
、
何
と
今
は

屋
台
の
ラ
ー
メ
ン
の
認
可
が
新
た
に
与

え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
カ
ー
バ
イ
ト
照

明
も
チ
ャ
ル
メ
ラ
も
ネ
ッ
ト
で
探
す
と

見
つ
か
る
の
に
。

　
そ
う
い
え
ば
、
ス
ワ
ロ
ー
ズ
に
い
た

バ
レ
ン
テ
ィ
ン
外
野
手
が
ラ
ー
メ
ン
屋

台
で
店
主
か
ら
七
十
本
の
本
塁
打
を
ね

だ
ら
れ
る
ビ
ー
ル
の
２
０
１
３
年
の
Ｃ

Ｍ
か
ら
表
舞
台
で
見
な
い
も
の
な
。

　
結
論
②
俺
の
屋
台
を
引
く
夢
は
実
現

し
そ
う
に
な
い
。
プ
ラ
モ
デ
ル
で
我
慢

す
る
か
。

（
綱
取
譲
一
）
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土
方
歳
三
が
主
人
公
の
映
画
が
相
次

い
で
製
作
さ
れ
る
。

　
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
『
燃
え
よ
剣
』

の
実
写
映
画
は
五
月
二
十
二
日
に
東
宝

で
公
開
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
昨
今

の
事
情
に
よ
り
延
期
。
新
た
な
公
開
日

は
決
ま
り
次
第
発
表
さ
れ
る
。

　『
燃
え
よ
剣
』
は
司
馬
遼
太
郎
の
長

編
小
説
で
、
五
百
万
部
を
超
え
る
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
。
新
選
組
副
長
土
方
歳
三
を

主
人
公
に
、
近
藤
勇
・
沖
田
総
司
な
ど

新
選
組
の
志
士
た
ち
の
人
生
と
、
彼
ら

が
生
き
た
激
動
の
幕
末
を
描
い
た
作
品

だ
。
新
選
組
の
結
成
か
ら
、
大
政
奉
還

後
の
各
地
で
の
戦
い
、
そ
し
て
土
方
と

恋
人
お
雪
と
の
愛
を
描
い
て
い
る
。

　
俳
優
勢
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
大
河
ド

ラ
マ
「
軍
師
官
兵
衛
」
や
『
関
ヶ
原
』

な
ど
の
時
代
劇
を
数
多
く
演
じ
て
き
た

岡
田
准
一
を
主
演
に
、
柴
咲
コ
ウ
・
伊

藤
英
明
・
鈴
木
亮
平
・
山
田
涼
介
な
ど
、

豪
華
な
顔
ぶ
れ
が
揃
う
。
監
督
・
脚
本

は
「
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
」
の
原

田
眞
人
。

　
も
う
一
作
は
、
そ
の
名
も
「
歳
三
の

刀
」。
こ
ち
ら
は
新
選
組
副
長
の
土
方

歳
三
が
函
館
か
ら
ロ
シ
ア
に
渡
っ
た
と

い
う
歴
史
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
、
日
ロ
合

同
製
作
映
画
。

　
九
月
に
両
国
で
撮
影
を
開
始
し
、
来

年
九
月
か
ら
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
映
画
祭
や
東
京
国
際
映
画
祭
で
の
上

映
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
刀
剣
ワ
ー
ル
ド
財
団
（
愛
知
県
名
古

屋
市
）
で
は
天
下
三
名
槍
写
し
制
作
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の

度
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
蜻と

ん
ぼ蛉
切き

り

」の

写
し
が
完
成
し
た
。
本
歌
は
猛
将
・
本

多
忠
勝
（
桑
名
藩
初
代
藩
主
）
が
使
用

し
た
名
槍
で
あ
る
。

　
槍
は
最
古
の
武
器
の
一
つ
で
、
刺
突

だ
け
で
な
く
兜
の
上
か
ら
打
撃
を
与
え

る
こ
と
も
で
き
、
戦
い
の
際
に
は
旗
竿

と
し
て
の
用
途
も
あ
っ
て
、
現
在
も
優

勝
旗
な
ど
に
そ
の
風
習
が
見
ら
れ
る
。

　
戦
国
時
代
か
ら
は
武
士
の
表
道
具
の

代
表
格
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
大
名

行
列
編
成
の
際
、
将
軍
家
の
み
五
本
を

掲
げ
、
御
三

家
は
四
本
、

三
万
石
以
下

の
大
名
は
一
本
と
い
う
制
約
が
あ
っ
た

も
の
。
槍
は
刀
以
上
に
、
武
家
の
格
式

を
表
す
大
事
な
道
具
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
鍛
造
し
た
の
は
山
形
県
指
定
無
形
文

化
財
保
持
者
の
上
林
恒
平
刀
匠
。
同
財

団
の
ブ
ロ
グ
記
事
「
蜻
蛉
切
写
し
が
完

成
間
近
！
」
を
あ
る
刀
剣
女
子
が
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
つ
ぶ
や
い
た
と
こ
ろ
、
五
千
人
以

上
の
反
応
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　「
御
手
杵
」「
日
本
号
」も
年
内
の
完
成

予
定
で
制
作
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
名

古
屋
刀
剣
博
物
館
・
名
古
屋
刀
剣
ワ
ー

ル
ド
の
開
館
時
に
は
天
下
三
名
槍
の
写

し
全
て
が
展
示
さ
れ
る
。
な
お
、
サ
イ

ト
で
は
九
月
に
公
開
さ
れ
る
予
定
。

土
方
歳
三
と
刀
が
テ
ー
マ
の
二
作

第
九
回
な
ん
ば
刀
剣
ま
つ
り
を
開
催

天
下
三
名
槍
の「
蜻
蛉
切
」写
し
が
完
成

『燃えよ剣』の土方歳三（岡田准一）ら
新選組隊士

完
成
し
た
名
槍﹁
蜻
蛉
切
﹂の
写
し
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　「
関
鍛
冶
が
あ
れ
ほ
ど
繁
栄
し
た
理

由
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
お
答
え
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
う
関
鍛
冶
と
は
、
南
北
朝

期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
の
美

濃
鍛
冶
と
は
別
に
、
応
仁
の
乱
（
一
四

六
七
）
以
降
関
ヶ
原
合
戦
（
一
六
〇
〇
）

ま
で
の
一
三
三
年
間
に
「
関
」
を
中
心

に
活
躍
し
た
刀
工
集
団
を
指
し
ま
す
。

　
現
在
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟

が
く
る
」
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
代
に
は
全
国
至
る
所
で
戦
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け

美
濃
周
辺
で
は
激
戦
が
多
く
、
そ
れ
だ

け
主
力
武
器
で
あ
る
槍
・
刀
・
短
刀
の

需
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
関
の
刀
工
は
『
日
本
刀
銘
鑑
』
に
よ

れ
ば
約
七
〇
〇
名
が
確
認
さ
れ
、
最
盛

期
に
は
二
〇
〇
名
以
上
の
刀
工
が
活
躍

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
関
の
刀

は
当
時
か
ら
「
折
れ
ず
曲
が
ら
ず
よ
く

切
れ
る
」
と
の
評
判
が
高
く
、
価
格
も

比
較
的
安
い
こ
と
か
ら
、
各
地
の
戦
国

大
名
か
ら
多
く
の
注
文
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
関
鍛
冶
繁
栄
の
理
由
を
、

①
地
理
的
な
条
件

②
鍛
冶
座
の
存
在

　
の
二
点
に
絞
っ
て
考
察
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

◎
地
理
的
な
条
件

　
関
は
日
本
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

陸
路
・
水
路
と
も
に
き
わ
め
て
便
利
で

物
流
に
最
適
で
し
た
。

　
陸
路
で
は
、
中
山
道
を
東
に
向
か
え

ば
信
濃
・
甲
斐
に
通
じ
、
西
に
向
か
え

ば
近
江
や
京
に
通
じ
ま
す
。
飛
騨
街
道

で
越
中
か
ら
越
後
へ
、
美
濃
街
道
で
越

前
へ
、
さ
ら
に
東
山
道
を
利
用
す
れ
ば

加
賀
・
若
狭
に
通
じ
ま
す
。

　
水
路
で
は
、
木
曽
川
・
長
良
川
が
隣

接
し
て
い
ま
す
。
木
曽
川
を
下
れ
ば
す

ぐ
に
犬
山
・
尾
張
が
あ
り
、
伊
勢
湾
に

出
れ
ば
間
も
な
く
桑
名
や
伊
勢
が
あ
り

ま
す
。
太
平
洋
に
出
て
三
河
・
遠
州
・

駿
河
ま
で
も
行
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
刀
剣
類
の
製
作
に
必
要
な
材
料
は

鉄
・
炭
・
焼
刃
土
な
ど
で
す
が
、
関
は

そ
れ
ら
を
調
達
す
る
に
も
容
易
な
場
所

に
あ
り
ま
し
た
。
鉄
に
関
し
て
は
、
赤

坂
の
金
生
山
や
飛
騨
街
道
を
通
じ
て
飛

騨
地
方
か
ら
得
ら
れ
、
さ
ら
に
勢
至
鉄

座
が
近
く
に
あ
っ
て
主
要
な
供
給
源
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
関
は
周
辺
を
す

べ
て
山
に
囲
ま
れ
、
木
炭
も
良
質
な
焼

刃
土
も
容
易
に
調
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

◎
鍛
冶
座
に
つ
い
て

　
関
に
は
室
町
時
代
初
期
、
永
享
の
こ

ろ
か
ら
「
関
七
流
」
な
る
組
織
が
あ
り

ま
し
た
。
善
定
・
三
阿
弥
・
奈
良
・
得

印
・
徳
永
・
良
賢
・
室
屋
が
そ
れ
で
、

室
町
中
期
ご
ろ
に
な
る
と「
関
七
頭
制
」

に
変
わ
り
、
さ
ら
に
「
鍛
冶
座
」
と
い

う
よ
り
強
固
な
組
織
に
拡
大
し
、
関
鍛

冶
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
の
で
す
。

　「
座
」
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
存
在

し
て
い
ま
し
た
。
朝
廷
・
貴
族
・
大
社

寺
な
ど
に
従
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
能

者
が
行
う
奉
仕
や
貢
納
に
対
し
、
代
償

と
し
て
多
く
の
特
権
が
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
特
権
を
利
用
し
て
営
業

活
動
を
行
っ
た
商
工
業
者
・
芸
能
者
・

交
通
運
輸
業
者
な
ど
の
集
団
を
「
座
」

と
言
い
ま
す
。
特
権
の
中
に
は
、
諸
課

役
の
免
除
、
通
行
税
の
免
除
、
商
品
の

専
売
権
、
仕
入
れ
の
独
占
、
隔
地
間
取

引
な
ど
に
お
け
る
商
品
搬
送
商
人
の
往

来
に
際
し
て
の
主
要
街
道
通
行
権
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
関
に
は
も
と
も
と
、
関
鍛
冶
の
守
護

神
と
す
る
春
日
神
社
が
あ
り
ま
し
た
。

室
町
中
期
に
な
る
と
刀
鍛
冶
全
員
が
氏

子
と
な
り
、
関
七
頭
制
の
下
に
鍛
冶
座

が
成
立
し
た
の
で
す
。
現
代
流
に
表
現

す
れ
ば「
春
日
神
社
日
本
刀
総
合
商
社
」

の
よ
う
な
巨
大
組
織
が
出
来
上
が
っ
た

の
で
す
。

◎
関
鍛
冶
座
の
活
動

　
次
に
、
関
鍛
冶
座
の
主
な
活
動
に
つ

い
て
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①�

鉄
・
炭
・
焼
刃
土
な
ど
材
料
の
一
括

大
量
仕
入
れ
と
保
管
（
製
品
の
安
価

な
販
売
を
可
能
と
し
た
）

②�

各
派
へ
の
計
画
的
な
発
注
お
よ
び
諸

材
料
の
配
布

③�

出
来
上
が
っ
た
刀
剣
類
の
研
磨
、
拵

製
作
の
手
配
と
保
管

④�

大
量
注
文
に
備
え
て
の
予
備
刀
剣
の

在
庫
管
理
（
関
の
刀
に
は
在
銘
で
も

裏
年
紀
の
あ
る
も
の
は
き
わ
め
て
ま

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
つ
で
も
対
応

で
き
る
よ
う
に
あ
え
て
裏
年
紀
は
切

ら
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）

⑤�

戦
国
大
名
と
の
注
文
・
価
格
の
交
渉

（
春
日
神
社
の
後
ろ
盾
が
あ
る
た
め

に
対
等
な
交
渉
が
可
能
だ
っ
た
）

⑥
注
文
品
の
搬
送
業
務

⑦�

品
質
管
理
の
徹
底
（
銘
の
頭
に
関
の

ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
「
兼
」
の
字
を
入

れ
、
下
に
個
人
銘
を
入
れ
さ
せ
、
作

刀
に
責
任
を
持
た
せ
た
）

⑧�

和
泉
守
兼
定
や
孫
六
兼
元
ら
の
よ
う

な
名
工
を
輩
出
す
る
た
め
、
常
に
技

術
指
導
を
行
っ
て
い
た

⑨�

優
秀
な
刀
工
に
は
受
領
銘
を
与
え
、

関
鍛
冶
の
Ｐ
Ｒ
を
図
っ
た

　
受
領
銘
を
切
る
刀
工
に
は
和
泉
守
兼

定
を
は
じ
め
、
出
雲
守
氏
貞
・
石
見
守

兼
房
・
陸
奥
守
大
道
・
若
狭
守
氏
房
・

三
河
守
大
道
陳
直
ら
が
い
ま
す
。

　
受
領
と
は
朝
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
る
冠

位
で
す
が
、
当
時
、
一
条
家
な
ど
何
人

か
の
公
卿
が
京
都
の
戦
乱
を
避
け
て
美

濃
の
地
に
避
難
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

折
、
関
の
領
主
で
あ
っ
た
長
井
長
弘
を

仲
介
者
と
し
て
一
条
家
か
ら
朝
廷
に
奏

上
し
て
も
ら
い
、
受
領
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
陰

で
受
領
を
働
き
か
け
て
い
た
の
が
鍛
冶

座
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。

　
当
時
、
刀
工
の
受
領
は
き
わ
め
て
珍

し
く
、
大
い
に
関
鍛
冶
の
Ｐ
Ｒ
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
八
回
・

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

関
鍛
冶

　
俳
優
の
故･

高
倉
健
さ
ん
（
一
九
三

一
～
二
〇
一
四
）
と
縁
を
結
ん
だ
二
十

四
人
の
戦
争
体
験
を
収
録
し
た
書
籍

『
高
倉
健
の
想
い
が
つ
な
い
だ
人
々
の

証
言
「
私
の
八
月
十
五
日
」』
が
こ
の

ほ
ど
出
版
さ
れ
た
。
高
倉
さ
ん
の
養
女

の
小
田
貴た

月か

さ
ん
が
ま
と
め
た
。

　
戦
争
体
験
者
の
証
言
集
「
私
の
八
月

十
五
日
」
は
シ
リ
ー
ズ
で
、
今い

ま

人じ
ん

舎
か

ら
こ
れ
ま
で
に
七
巻
刊
行
さ
れ
て
お

り
、
証
言
し
た
人
は
合
わ
せ
て
二
百
二

十
人
に
及
ん
で
い
る
。

　
八
巻
目
と
な
る
本
書
に
は
、
高
倉
さ

ん
と
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
元

首
相
の
細
川
護
熙
さ
ん
も
登
場
。
祖
父

の
近
衛
文
麿
の
車
で
軽
井
沢
へ
疎
開
し

た
こ
と
な
ど
を
回
顧
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
人
間
国
宝
の
宮
入
行
平
さ
ん

と
と
も
に
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
高
倉

さ
ん
と
交
流
の
深
か
っ
た
宮
入
小
左
衛

門
行
平
さ
ん
が
「
炎
に
祈
る
」
と
題
し
、

父
の
そ
の
日
の
想
い
と
、
そ
れ
を
継
承

す
る
鍛
刀
観
を
綴
っ
て
い
る
。

　
Ａ
５
判
・
一
九
二
ペ
ー
ジ
、
一
八
〇

〇
円（
税
別
）。
問
い
合
わ
せ
は
今
人
舎

（
☎
〇
四
二-

五
七
五-

八
八
八
八
）へ
。

戦
後
75
年
に
問
う
　高
倉
健
さ
ん

「
私
の
八
月
十
五
日
」

新
刊
紹
介

岐阜市

関鍛冶周辺略図
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名古屋市

関市

美濃加茂市
蜂屋長良

川

0 10km
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美
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日
本
刀
お
よ
び
刀
装
具
は
そ
の
文
化

的
・
美
術
的
価
値
の
高
さ
か
ら
、国
の
指

定
・
認
定
が
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
国
指
定
品
お
よ
び
重
要

美
術
品
等
認
定
品
の
数
は
、刀
剣
が
一
八

九
二
点
（
国
宝
一
一
一
・
重
文
七
八
二
・

重
美
約
九
九
九
）、拵
／
刀
装
は
一
○
○

点
（
国
宝
一
一・
重
文
七
五
・
重
美
一
四
）、

刀
装
具
は
一
〇
六
点
（
国
宝
〇
・
重
文

二
八
・
重
美
七
八
）
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　
海
外
へ
日
本
刀
お
よ
び
刀
装
具
を
輸

出
す
る
際
に
、
古
美
術
品
輸
出
鑑
査
証

明
書
（
以
下
、
輸
出
鑑
査
証
明
）
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
令

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
文
化

財
保
護
法
に
よ
り
、
国
の
宝
と
言
え
る

国
宝
・
重
要
文
化
財
の
指
定
品
お
よ
び

重
要
美
術
品
等
認
定
品
は
、
国
外
へ
の

流
出
を
防
止
す
る
た
め
、
輸
出
時
に
指

定
・
認
定
品
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
証

明
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
税
関
検
査
を
行
う
職
員
が
、
二
百
数

十
万
点
あ
る
と
言
わ
れ
る
日
本
刀
か

ら
、
無
銘
を
含
む
こ
の
国
指
定
品
お
よ

び
認
定
品
一
八
〇
七
点
を
対
象
外
と
容

易
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
税
関
で
は
、
輸
出
品
が

国
指
定
・
認
定
品
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
文
化
庁
が
証
明
す
る
輸
出
鑑
査
証
明

書
で
確
認
を
行
い
ま
す
。

　
従
っ
て
輸
出
品
金
額
の
多
寡
に
か
か

わ
ら
ず
、
日
本
刀
を
輸
出
す
る
時
に
は

輸
出
鑑
査
証
明
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
つ
い
で
な
が
ら
、
輸
出
後
に
は
銃

砲
刀
剣
類
登
録
証
を
交
付
元
教
育
委
員

会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
鐔
な
ど
の
刀
装
具
は
対
象

数
が
七
六
点
と
少
数
で
す
。
そ
の
う
ち

国
指
定
品
（
重
文
二
九
点
）
に
つ
い
て

は
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
指

定
文
化
財
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
文
化
遺
産

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
そ
の
詳
細
が
確
認

で
き
ま
す
。
ま
た
国
認
定
品
（
重
美
四

七
点
）
に
つ
い
て
は
、『
日
本
刀
重
要

美
術
品
全
集
』（
廣
井
雄
一
編
・
本
間

順
治
監
修
）
で
図
版
と
と
も
に
詳
細
が

確
認
で
き
ま
す
。
か
つ
対
象
品
の
大
半

が
在
銘
で
あ
り
、
無
銘
は
七
点
（
重
文

四
点
・
重
美
三
点
）
の
み
。
画
題
（
画

像
）
で
該
当
品
で
あ
る
か
否
か
は
容
易

に
判
断
が
で
き
ま
す
。

　
従
っ
て
、確
認
が
容
易
で
あ
る
以
上
、

刀
装
具
の
輸
出
に
、
約
一
カ
月
の
手
続

き
期
間
を
要
す
る
輸
出
鑑
査
証
明
の
添

付
は
不
要
と
考
え
ま
す
。

　
し
か
し
現
在
、
税
務
申
告
が
必
要
と

な
る
金
額
二
十
万
円
を
超
え
る
刀
装
具

の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
発
送
に
お
い
て
は
、
輸
出
鑑

査
証
明
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
厳

密
に
言
え
ば
、
金
額
の
多
寡
に
か
か
わ

ら
ず
、
税
関
で
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
証
明
が
で
き
る
よ
う
に
、
文
化

庁
へ
の
輸
出
鑑
査
証
明
書
を
全
て
の
刀

装
具
輸
出
時
に
取
得
し
て
お
く
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。

　
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ

刀
剣
商
の
事
務
負
担
が
膨
大
に
増
す
の

み
な
ら
ず
、
海
外
顧
客
に
と
っ
て
購
買

意
欲
を
損
ね
る
懸
念
が
生
じ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
窓
口
で
あ
る
東
京
税
関
外

郵
出
張
所
に
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
す

る
と
税
関
で
は
、「
文
化
庁
か
ら
『
日

本
刀
重
要
美
術
品
全
集
』が
対
象
品（
四

七
点
）
全
て
を
掲
載
す
る
資
料
で
あ
る

こ
と
が
公
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、（
確

認
は
容
易
に
で
き
る
の
で
）
輸
出
鑑
査

証
明
書
は
不
要
と
す
る
」
と
い
う
回
答

を
受
け
ま
し
た
。

　
税
関
の
回
答
を
受
け
て
、
文
化
庁
文

化
財
第
一
課
に
趣
旨
と
双
方
の
事
務
負

担
軽
減
な
ど
の
実
質
的
メ
リ
ッ
ト
や
、

『
重
美
全
集
』
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る

リ
ス
ク
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
伝
え
、

あ
ら
た
め
て
要
望
し
ま
し
た
。
し
か
し

「
民
間
で
編
集
さ
れ
た
書
籍
を
公
に
認

め
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
」「
刀
装
具

に
お
い
て
も
輸
出
鑑
査
証
明
申
請
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
」
と
電
話
応
対
の
担

当
者
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
後
、
当
組
合
や
全
美
連
な
ど
の
団

体
組
織
を
も
っ
て
交
渉
を
重
ね
れ
ば
、

要
望
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
余
地
も

生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
と
期
待
し
ま
す
。

　
輸
出
に
問
題
は
な
い
と
思
っ
て
い
る

と
、
突
然
、
輸
出
鑑
査
証
明
の
添
付
を

求
め
ら
れ
る
…
…
こ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
は

避
け
た
い
も
の
で
す
。
理
解
を
深
め
て

商
売
拡
大
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。�

（
松
本
義
行
）

輸
出
鑑
査
証
明
の
知
識
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江
穏
は
、
豊
前
国
宇
佐
の
山
本
村
の
豪

農
で
医
師
と
し
て
も
活
躍
し
た
寛
太
郎

が
、
蘭
医
学
を
修
め
る
べ
く
遊
学
し
た
長

崎
で
、
名
の
知
れ
た
刀
匠
何
某
に
注
文
し

た
無
銘
の
刀
で
あ
る
。
遊
学
を
終
え
、
中

津
藩
主
に
挨
拶
し
た
寛
太
郎
は
姓
を
山
江

と
し
、名
医
と
し
て
親
し
ま
れ
た
と
い
う
。

　
二
代
目
浩
太
郎
は
鈍
重
な
性
質
な
が
ら

一
念
発
起
し
て
上
京
。
冶
金
学
を
専
攻
。

「
こ
れ
か
ら
は
金
属
、
特
に
銅
の
時
代
に

な
る
」
と
蒲
田
に
製
錬
工
場
を
立
ち
上
げ

た
。
有
能
な
片
腕
と
と
も
に
懸
命
に
働
き

軌
道
に
乗
せ
た
が
、関
東
大
震
災
に
遭
遇
。

立
ち
直
っ
た
と
こ
ろ
で
大
戦
と
な
る
な

ど
、
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
。

　
三
代
目
良
太
郎
は
軍
靴
が
高
鳴

る
世
情
を
憂
い
な
が
ら
も
必
死
に

語
学
を
修
得
し
、放
送
局
に
勤
務
。

戦
後
、
放
送
局
で
の
仕
事
、
帰
宅

後
、
自
宅
で
の
語
学
、
映
画
の
関

係
の
副
職
に
従
事
。
自
身
の
妻
子

四
人
の
ほ
か
、
自
宅
・
工
場
・
故

郷
宇
佐
の
農
地
す
べ
て
を
失
っ
た

老
父
と
弟
妹
を
養
っ
た
。

　
明
治
維
新
、
大
震
災
、
戦
争
…
そ
れ
こ

そ
未
曽
有
の
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
る
山
江

家
。
し
か
し
、
そ
れ
は
わ
が
家
も
似
た
り

寄
っ
た
り
。
わ
が
父
母
も
先
の
大
戦
で
は

辛
酸
を
舐
め
て
い
る
し
、
祖
父
母
に
至
っ

て
は
そ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
何
も
か

も
を
敗
戦
と
と
も
に
失
っ
て
い
る
。
そ
れ

で
も
ど
う
に
か
こ
う
に
か
、
家
と
命
は
続

い
て
い
く
。

　
良
太
郎
の
子
・
要
が
、
長
男
優
太
郎
に

送
っ
た
一
通
の
手
紙
と
と
も
に
始
ま
る
こ

の
物
語
が
他
人
事
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
わ
が

事
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
の
は
、
そ
れ

が
現
代
を
生
き
る
我
々
の
家
族
の
歴
史
と

多
か
れ
少
な
か
れ
重
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
家
宝
の
刀
、号
江
穏
は
刃
長
二
尺
三
寸
、

反
り
六
分
六
厘
、乱
刃
が
冴
え
た
一
振
で
、

肥
後
拵
入
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
山
江
家
の

人
々
の
人
生
の
岐
路
で
登
場
。
手
に
し
た

男
子
は
そ
れ
ぞ
れ
に
家
を
想
い
、
家
族
を

案
じ
、
わ
が
道
を
切
り
開
い
て
い
く
。
人

も
世
の
中
も
変
わ
る
。
し
か
し
、
一
振
の

刀
だ
け
は
変
わ
ら
ず
在
り
続
け
る
。
こ
れ

を
ロ
マ
ン
と
言
わ
ず
し
て
何
と
し
よ
う

か
。

（
小
島
つ
と
む
）

■
佐
藤
康
人
（
さ
と
う
・
や
す
と
）

一
九
五
〇
年
東
京
都
生
ま
れ
。
早
稲
田
大

学
第
一
文
学
部
（
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス

文
学
専
修
）
を
卒
業
後
、
東
京
の
民
放
ラ

ジ
オ
局
勤
務
。
欧
米
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
を
は

じ
め
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
日
本
の
流
行
歌
な

ど
多
く
の
番
組
制
作
に
携
わ
っ
て
き
た
。

音
楽
、
放
送
に
つ
い
て
の
紹
介
、
評
論
の

著
述
も
多
数
。
著
書
に
『
ラ
ジ
オ
問
わ
ず

語
り
』（
二
〇
一
五
、
万
来
社
）
が
あ
る
。

★
ブ
ッ
ク
・
プ
レ
ゼ
ン
ト

　
著
者
と
版
元
の
ご
厚
意
に
よ
り
、

本
書
を
本
紙
読
者
五
名
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
九

月
末
日
ま
で
に
組
合
事
務
局
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
で
。
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転
変
す
る
時
代
に
も
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る

『
刀
、
伝
承
と
継
承
』
　佐
藤
康
人
著

幻
冬
舎
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
発
行
・
幻
冬
舎
発
売

　定
価
一
二
〇
〇
円
＋
税

　
私
は
良
泉
堂
と
い
う
古
美
術
と
刀
剣

の
店
を
営
ん
で
い
ま
す
。こ
の
屋
号
は
、

私
が
警
視
庁
勤
務
を
退
職
し
、
地
元
の

池
袋
警
察
署
に
古
物
商
許
可
を
申
請
す

る
時
に
祖
父
で
あ
る
千
野
市
太
郎
の
号

（
良
泉
）
を
念
頭
に
申
請
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
祖
父
市
太
郎
は
明
治
三
十
五
年
に
板

垣
退
助
伯
爵
お
よ
び
高
木
代
議
士
を
推

戴
し
て
発
足
し
た
、
盲
人
医
学
協
会

（
現
、
東
京
都
盲
人
福
祉
協
会
）
の
第

三
代
会
長
で
あ
り
、
杉
山
鍼
按
学
校
の

校
長
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
協
会
の
初
代
会
長
は
、
剣
豪
で

有
名
な
千
葉
周
作
の
お
孫
さ
ん
の
千
葉

勝
太
郎
先
生
で
し
た
。
こ
の
こ
と
を
私

は
父
で
あ
る
大
市
か
ら
聞
か
さ
れ
て
育

ち
、
自
分
の
家
系
が
ま
た
信
濃
の
大
名

家
で
あ
る
諏
訪
家
の
城
代
家
老
家
の
千

野
家
の
末
裔
だ
と
幼
少
期
か
ら
教
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　
千
野
家
は
諏
訪
家
の
御
一
門
で
あ

り
、
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
木
曽
の

源
氏
、
源
義
仲
一
門
、
中
原
兼
遠
の
子

供
で
あ
る
樋
口
次
郎
兼
光
公
が
甥
、
千

野
太
郎
光
弘
（
一
一
八
四
年
正
月
没
）

で
あ
り
、
初
代
光
弘
か
ら
数
え
、
私
は

三
十
二
代
目
に
な
り
ま
す
。
ま
た
母
方

の
御
先
祖
は
千
葉
館
山
の
戦
国
大
名
、

里
見
義
實
の
後
裔
の
里
見
義
尭
公
の

弟
、
里
見
尭
重
（
横
小
路
図
書
助
）
で

あ
り
、
木
更
津
の
名
主
家
、
後
の
髙
橋

長
右
衛
門
家
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
名
主

家
に
も
た
く
さ
ん
の
刀
や
武
具
が
あ
っ

た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
幼
少
期
よ
り
刀

に
興
味
を
抱
き
、
わ
が
家
に
あ
っ
た
刀

二
振
を
父
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
て
以
来
、

た
一
層
興
味
を
抱
き
、
研
究
を
す
る
た

め
、
刀
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。都
内
の
刀
剣
店
に
よ
く
出
入
り
し
、

少
な
い
給
料
か
ら
安
い
刀
を
買
い
求

め
、
徐
々
に
収
集
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
警
視
庁
本
部
勤
務
が
長
か
っ
た
た

め
、
特
に
近
く
の
日
本
刀
剣
に
通
っ
た

も
の
で
し
た
。
先
代
の
伊
波
富
彦
社
長

に
は
大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
日
本
美
術

刀
剣
保
存
協
会
に
通

い
、初
心
者
講
座（
平

成
四
年
か
ら
十
三
年

ご
ろ
ま
で
）
で
刀
剣

は
鈴
木
嘉
定
先
生
、

伊
藤
満
先
生
、
藤
代

興
里
先
生
に
、
刀
装
具
は
福
士
繁
雄
先

生
に
教
え
を
頂
き
ま
し
た
。
初
伝
位
、

中
伝
位
待
遇
を
経
て
、
平
成
二
十
五
年

に
中
伝
位
を
、
二
十
六
年
に
は
協
会
の

指
導
員
を
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
日
本
刀
剣
の
伊
波
賢
一
社
長

や
飯
田
高
遠
堂
の
飯
田
慶
雄
社
長
の
お

か
げ
で
当
組
合
に
入
会
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
私
の
妻
の
母
方
の
家
系
は

米
沢
藩
上
杉
関
東
管
領
家
、
上
杉
朝
昌

（
七
澤
家
）
の
後
裔
で
す
。

我
が
家
の
ル
ー
ツ
と
屋
号
の
由
来

千
野
邦
雄︵
良
泉
堂
店
主
︶

　
山
を
登
っ
て
い
て
ふ
と
後
ろ
を
振
り

返
る
と
出
発
点
が
小
さ
く
見
え
、「
も

う
こ
ん
な
に
登
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
の

か
…
」
と
驚
い
た
経
験
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
人
の
一
生
も
こ
れ
に
似
て
い
て
、

一
日
一
日
、
一
年
一
年
、
昨
日
の
よ
う

な
今
日
を
生
き
て
い
る
よ
う
で
、
実
は

そ
う
で
は
な
く
、
日
々
、
喜
び
や
悲
し

み
、
驚
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
憤
る
こ
と

も
あ
り
…
そ
れ
は
自
分
の
父
母
、
祖
父

母
の
代
も
考
え
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
あ
っ
て
家
族
の
歴
史
は

刻
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
一
瞬
、
受
け
入

れ
難
い
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

も
、
時
間
が
た
っ
て
振
り
返
り
、「
あ

の
時
は
大
変
だ
っ
た
な
あ
」
と
笑
え
る

の
が
不
思
議
で
あ
る
。

　
佐
藤
康
人
氏
の
『
刀
、伝
承
と
継
承
』

は
、
幕
末
・
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平

成
、
そ
し
て
令
和
に
及
ぶ
山
江
家
の

人
々
の
歩
み
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

家
に
は
「
江
穏
」
と
号
す
る
刀
が
あ
り
、

こ
れ
を
跡
継
ぎ
の
男
子
が
譲
り
受
け
て

生
き
て
い
く
。
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勝
憲

■「
刀
剣
評
価
鑑
定
士
」
第
三
回
認
定
試
験

に
お
い
て
、
組
合
員
の
川
島
貴
敏
さ
ん

と
籏
谷
三
男
さ
ん
が
合
格
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

訃

　報

■
組
合
員
の
倉
田
藤
彦
さ
ん
（
蔵
田

美
術
）
が
三
月
十
二
日
に
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
享
年
七
十
四
。
ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

■
組
合
員
の
鏑
木
國
昭
さ
ん
（
稀
銭

堂
美
術
刀
剣
店
）
が
八
月
二
十
一
日
に

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
七
十
七
。
ご

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

■
賛
助
会
員
の
宮
島
宏
さ
ん
（
白
銀

師
・
美
術
刀
剣
外
装
技
術
保
存
会
会
長
・

公
益
財
団
法
人
日
本
刀
文
化
振
興
協
会

専
務
理
事
）
が
八
月
二
十
五
日
に
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
享
年
七
十
四
。
ご
冥
福

を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

お
知
ら
せ

　
私
の
刀
剣
を
愛
す
る
の
は
つ
ま
り
昔
の

武
士
道
か
ら
来
た
の
で
、
維
新
前
後
ま
で

は
ど
こ
の
藩
で
も
侍
が
事じ

理り

を
弁
ず
る
年と

し

齢ご
ろ

に
な
る
と
争
う
て
好
い
大
小
を
拵
え
た

も
の
で
あ
っ
て
、
私
の
廿
歳
の
時
、
御
用

人
を
勤
め
て
お
っ
た
稲
垣
と
い
う
人
が

お
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
五
十
歳
位
の
人
で

あ
っ
た
が
、
大
変
刀
剣
が
好
き
で
鑑
識
に

富
み
、
越
前
で
稲
垣
と
言
え
ば
誰
知
ら
ぬ

者
は
な
い
ほ
ど
の
人
で
あ
り
ま
し
た
。
元

よ
り
金
持
ち
で
は
な
い
が
、
質
を
置
い
て

も
名
刀
な
ら
購
う
と
い
う
よ
う
な
誠
に
嫌

み
の
な
い
人
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
人
よ

り
刀
剣
の
講
釈
を
聞
い
て
好
き
に
な
り
ま

し
て
、
越
前
の
康
継
、
備
前
の
清
光
な
ど

を
差
し
た
時
な
ど
は
実
に
非
常
に
う
れ
し

か
っ
た
。

　
そ
の
後
私
は
江
戸
に
上
府
し
ま
し
た

が
、
す
る
と
ま
た
藩
の
権
大
参
事
を
し
て

お
っ
た
小
笠
原
と
い
う
人
が
あ
っ
て
、
こ

れ
も
上
府
し
て
お
っ
た
の
で
種
々
刀
剣
の

話
を
聞
き
、
一
層
そ
の
執
心
を
深
く
し
た

よ
う
な
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
つ
い
に
王

政
維
新
以
後
、
文
物
の
進
歩
よ
り
し
て
制

度
改
革
の
た
め
に
明
治
四
年
廃
刀
令
を
布

か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
ろ
私
も
仕
官
し
て
お
っ
た
の

で
、
い
か
に
刀
剣
が
好
き
で
も
廃
刀
令
の

手
前
に
対
し
て
好
き
な
顔
も
で
き
ず
一
時

中
絶
し
た
よ
う
な
姿
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
私
は
仙
台
（
宮
城
県
）
の
知
事
を

拝
命
し
て
赴
任
し
た
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う

ど
大
沼
少
将
が
連
隊
長
を
務
め
て
お
っ

て
、
こ
の
人
も
非
常
に
刀
剣
が
好
き
で
会

な
ぞ
を
立
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
で
私
も
も

と
も
と
好
き
な
道
で
あ
る
か
ら
話
が
合
っ

て
、
そ
の
会
に
進
ん
で
入
会
し
た
。

　
入
会
は
し
た
が
、
ま
だ
刀
剣
を
鑑
定
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
学
術
的
に
研
究
が
積

ん
で
お
ら
ぬ
か
ら
「
入
会
は
し
た
が
、
ど

う
も
鑑
定
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
と
こ

ろ
が
、
大
沼
が
「
な
に
、
そ
ん
な
難
し
い

こ
と
は
な
い
。
お
前
く
ら
い
の
素
養
が
あ

れ
ば
直
に
わ
か
る
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で

こ
の
会
は
初
め
の
う
ち
は
月
に
三
回
も
あ

り
ま
し
て
、
会
の
度
に
私
は
刀
の
鑑み

よ
う定
、

国
々
の
癖
、
国
々
の
掟
、
流
派
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
、
実
に
本
阿
弥
よ
り
は
な
お

詳
し
く
大
沼
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
明
治
十
年
の
西
南
の
争
乱
が

起
こ
っ
た
時
な
ど
は
、
大
沼
な
ど
の
主
張

で
将
校
に
は
日
本
刀
を
佩
ば
し
む
る
と
い

う
風
に
な
っ
て
、
彼
の
抜
刀
隊
な
ど
は
な

か
な
か
驍
名
を
轟
か
し
た
も
の
で
、
未
だ

こ
の
日
本
刀
は
あ
る
場
合
に
よ
っ
て
は
武

器
の
一
と
し
て
存
在
せ
し
む
る
こ
と
の
必

要
を
感
ぜ
し
む
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
一
方
に
は
外
国
と
の
交

際
も
開
け
て
き
て
、
外
国
人
も
日
本
に
入

り
込
ん
で
だ
ん
だ
ん
日
本
の
古
美
術
を
蒐

集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
古
剣
の
類
も
大

分
い
い
も
の
が
外
国
人
の
手
に
渡
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら「
こ
れ
は
い
か
ぬ
。

こ
の
ま
ま
う
っ
ち
ゃ
っ
て
お
い
て
は
好
い

物
は
向
こ
う
に
持
っ
て
行
か
れ
る
」
と
い

う
い
わ
ゆ
る
愛
国
心
か
ら
ま
た
刀
剣
を
蒐

め
る
者
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
何
を
言
う
に
も
十
年
前
後
は
日
蔭
町
の

須
屋
な
ど
に
は
た
く
さ
ん
刀
剣
が
あ
っ
た

が
、
あ
た
か
も
鉈
刀
や
ら
名
刀
や
ら
区
別

が
つ
か
ぬ
と
い
う
風
で
あ
っ
た
も
の
だ
か

ら
、
同
好
の
士
は
非
常
に
残
念
に
思
っ
て

お
っ
た
。

　
そ
の
後
大
沼
は
広
島
に
転
任
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
任
に
佐
久
間
（
今
の
大
将
）、

山
澤
（
故
中
将
）
な
ど
が
来
ま
し
た
が
、

い
ず
れ
も
刀
剣
は
好
き
で
あ
っ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
ず
っ
と
や
っ
て
お
っ
た
が
、
私

は
と
う
と
う
熊
本
に
転
任
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
熊
本
に
行
っ
て
み
る
と
、
熊
本

は
ま
た
仙
台
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

さ
す
が
に
武
国
と
言
わ
れ
る
国
柄
だ
け

あ
っ
て
断
続
は
し
た
が
、
以
前
か
ら
刀
剣

の
会
が
あ
っ
て
な
か
な
か
鑑
識
の
高
い
人

が
お
っ
て
、
中
に
も
小
笠
原
寛
と
い
う
細

川
家
の
執
政
を
し
て
お
っ
た
人
が
あ
り
ま

し
て
、
こ
の
人
は
幽
斎
の
流
儀
の
犬
追
物

な
ど
に
達
し
、刀
剣
の
大
家
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
私
も
こ
の
会
に
入
っ
て
熊
本
に
お

る
う
ち
は
や
め
ず
に
や
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
な
か
な
か
楽
し
み
の
も
の
で
す
。

（
以
下
次
号
に
続
く
）

明
治
の
一
愛
刀
家
の
独
白

松
平
正
直

■
い
わ
ゆ
る
廃
刀
令
以
後
、
明
治
三
十
三
年
︵
一
九
〇
〇
︶
に
今
村
長な

が

賀よ
し

翁
の
提
唱

で
中
央
刀
剣
会
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
日
本
刀
を
め
ぐ
る
状
況
は
あ
ま
り
明
ら

か
で
な
い
。
刀
剣
趣
味
は
あ
っ
た
の
か
、
愛
刀
家
は
い
た
の
か
と
の
疑
問
に
も
、
明

快
な
回
答
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
﹃
名
士
の
嗜
好
﹄︵
中
央
新
聞
社

編･

文
武
堂
・
明
治
三
十
三
年
刊
︶
を
見
て
い
た
ら
、
刀
剣
を
趣
味
と
す
る
人
物
の

言
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　筆
者
の
松
平
正
直
は
天
保
十
五
年
︵
一
八
四
四
︶
生
ま
れ
。
幕
末
の
福
井
藩
士
で

明
治
政
府
に
出
仕
。
内
務
次
官
、
宮
城
・
熊
本
県
知
事
、
貴
族
院
議
員
、
男
爵
。
明

治
三
十
九
年
、
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
を
受
章
。
同
四
十
三
年
、
枢
密
顧
問
官
に
就
任
。

大
正
四
年
︵
一
九
一
五
︶
没
。

　転
載
に
際
し
て
は
、
読
み
や
す
さ
に
考
慮
し
て
一
部
を
改
変
し
た
。

︵
Ｔ
︶

資料発掘

左下に描かれた千野家の先祖・
太郎光弘（木曽冠者源義仲及其
一門より）
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　「
関
鍛
冶
が
あ
れ
ほ
ど
繁
栄
し
た
理

由
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
の
で
、
お
答
え
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
言
う
関
鍛
冶
と
は
、
南
北
朝

期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
の
美

濃
鍛
冶
と
は
別
に
、
応
仁
の
乱
（
一
四

六
七
）
以
降
関
ヶ
原
合
戦
（
一
六
〇
〇
）

ま
で
の
一
三
三
年
間
に
「
関
」
を
中
心

に
活
躍
し
た
刀
工
集
団
を
指
し
ま
す
。

　
現
在
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟

が
く
る
」
が
放
映
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
代
に
は
全
国
至
る
所
で
戦
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け

美
濃
周
辺
で
は
激
戦
が
多
く
、
そ
れ
だ

け
主
力
武
器
で
あ
る
槍
・
刀
・
短
刀
の

需
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
関
の
刀
工
は
『
日
本
刀
銘
鑑
』
に
よ

れ
ば
約
七
〇
〇
名
が
確
認
さ
れ
、
最
盛

期
に
は
二
〇
〇
名
以
上
の
刀
工
が
活
躍

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
関
の
刀

は
当
時
か
ら
「
折
れ
ず
曲
が
ら
ず
よ
く

切
れ
る
」
と
の
評
判
が
高
く
、
価
格
も

比
較
的
安
い
こ
と
か
ら
、
各
地
の
戦
国

大
名
か
ら
多
く
の
注
文
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
関
鍛
冶
繁
栄
の
理
由
を
、

①
地
理
的
な
条
件

②
鍛
冶
座
の
存
在

　
の
二
点
に
絞
っ
て
考
察
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

◎
地
理
的
な
条
件

　
関
は
日
本
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

陸
路
・
水
路
と
も
に
き
わ
め
て
便
利
で

物
流
に
最
適
で
し
た
。

　
陸
路
で
は
、
中
山
道
を
東
に
向
か
え

ば
信
濃
・
甲
斐
に
通
じ
、
西
に
向
か
え

ば
近
江
や
京
に
通
じ
ま
す
。
飛
騨
街
道

で
越
中
か
ら
越
後
へ
、
美
濃
街
道
で
越

前
へ
、
さ
ら
に
東
山
道
を
利
用
す
れ
ば

加
賀
・
若
狭
に
通
じ
ま
す
。

　
水
路
で
は
、
木
曽
川
・
長
良
川
が
隣

接
し
て
い
ま
す
。
木
曽
川
を
下
れ
ば
す

ぐ
に
犬
山
・
尾
張
が
あ
り
、
伊
勢
湾
に

出
れ
ば
間
も
な
く
桑
名
や
伊
勢
が
あ
り

ま
す
。
太
平
洋
に
出
て
三
河
・
遠
州
・

駿
河
ま
で
も
行
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
刀
剣
類
の
製
作
に
必
要
な
材
料
は

鉄
・
炭
・
焼
刃
土
な
ど
で
す
が
、
関
は

そ
れ
ら
を
調
達
す
る
に
も
容
易
な
場
所

に
あ
り
ま
し
た
。
鉄
に
関
し
て
は
、
赤

坂
の
金
生
山
や
飛
騨
街
道
を
通
じ
て
飛

騨
地
方
か
ら
得
ら
れ
、
さ
ら
に
勢
至
鉄

座
が
近
く
に
あ
っ
て
主
要
な
供
給
源
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
関
は
周
辺
を
す

べ
て
山
に
囲
ま
れ
、
木
炭
も
良
質
な
焼

刃
土
も
容
易
に
調
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

◎
鍛
冶
座
に
つ
い
て

　
関
に
は
室
町
時
代
初
期
、
永
享
の
こ

ろ
か
ら
「
関
七
流
」
な
る
組
織
が
あ
り

ま
し
た
。
善
定
・
三
阿
弥
・
奈
良
・
得

印
・
徳
永
・
良
賢
・
室
屋
が
そ
れ
で
、

室
町
中
期
ご
ろ
に
な
る
と「
関
七
頭
制
」

に
変
わ
り
、
さ
ら
に
「
鍛
冶
座
」
と
い

う
よ
り
強
固
な
組
織
に
拡
大
し
、
関
鍛

冶
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
の
で
す
。

　「
座
」
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
存
在

し
て
い
ま
し
た
。
朝
廷
・
貴
族
・
大
社

寺
な
ど
に
従
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
能

者
が
行
う
奉
仕
や
貢
納
に
対
し
、
代
償

と
し
て
多
く
の
特
権
が
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
特
権
を
利
用
し
て
営
業

活
動
を
行
っ
た
商
工
業
者
・
芸
能
者
・

交
通
運
輸
業
者
な
ど
の
集
団
を
「
座
」

と
言
い
ま
す
。
特
権
の
中
に
は
、
諸
課

役
の
免
除
、
通
行
税
の
免
除
、
商
品
の

専
売
権
、
仕
入
れ
の
独
占
、
隔
地
間
取

引
な
ど
に
お
け
る
商
品
搬
送
商
人
の
往

来
に
際
し
て
の
主
要
街
道
通
行
権
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
関
に
は
も
と
も
と
、
関
鍛
冶
の
守
護

神
と
す
る
春
日
神
社
が
あ
り
ま
し
た
。

室
町
中
期
に
な
る
と
刀
鍛
冶
全
員
が
氏

子
と
な
り
、
関
七
頭
制
の
下
に
鍛
冶
座

が
成
立
し
た
の
で
す
。
現
代
流
に
表
現

す
れ
ば「
春
日
神
社
日
本
刀
総
合
商
社
」

の
よ
う
な
巨
大
組
織
が
出
来
上
が
っ
た

の
で
す
。

◎
関
鍛
冶
座
の
活
動

　
次
に
、
関
鍛
冶
座
の
主
な
活
動
に
つ

い
て
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①�

鉄
・
炭
・
焼
刃
土
な
ど
材
料
の
一
括

大
量
仕
入
れ
と
保
管
（
製
品
の
安
価

な
販
売
を
可
能
と
し
た
）

②�

各
派
へ
の
計
画
的
な
発
注
お
よ
び
諸

材
料
の
配
布

③�

出
来
上
が
っ
た
刀
剣
類
の
研
磨
、
拵

製
作
の
手
配
と
保
管

④�

大
量
注
文
に
備
え
て
の
予
備
刀
剣
の

在
庫
管
理
（
関
の
刀
に
は
在
銘
で
も

裏
年
紀
の
あ
る
も
の
は
き
わ
め
て
ま

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
つ
で
も
対
応

で
き
る
よ
う
に
あ
え
て
裏
年
紀
は
切

ら
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）

⑤�

戦
国
大
名
と
の
注
文
・
価
格
の
交
渉

（
春
日
神
社
の
後
ろ
盾
が
あ
る
た
め

に
対
等
な
交
渉
が
可
能
だ
っ
た
）

⑥
注
文
品
の
搬
送
業
務

⑦�

品
質
管
理
の
徹
底
（
銘
の
頭
に
関
の

ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
「
兼
」
の
字
を
入

れ
、
下
に
個
人
銘
を
入
れ
さ
せ
、
作

刀
に
責
任
を
持
た
せ
た
）

⑧�

和
泉
守
兼
定
や
孫
六
兼
元
ら
の
よ
う

な
名
工
を
輩
出
す
る
た
め
、
常
に
技

術
指
導
を
行
っ
て
い
た

⑨�

優
秀
な
刀
工
に
は
受
領
銘
を
与
え
、

関
鍛
冶
の
Ｐ
Ｒ
を
図
っ
た

　
受
領
銘
を
切
る
刀
工
に
は
和
泉
守
兼

定
を
は
じ
め
、
出
雲
守
氏
貞
・
石
見
守

兼
房
・
陸
奥
守
大
道
・
若
狭
守
氏
房
・

三
河
守
大
道
陳
直
ら
が
い
ま
す
。

　
受
領
と
は
朝
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
る
冠

位
で
す
が
、
当
時
、
一
条
家
な
ど
何
人

か
の
公
卿
が
京
都
の
戦
乱
を
避
け
て
美

濃
の
地
に
避
難
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

折
、
関
の
領
主
で
あ
っ
た
長
井
長
弘
を

仲
介
者
と
し
て
一
条
家
か
ら
朝
廷
に
奏

上
し
て
も
ら
い
、
受
領
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
陰

で
受
領
を
働
き
か
け
て
い
た
の
が
鍛
冶

座
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。

　
当
時
、
刀
工
の
受
領
は
き
わ
め
て
珍

し
く
、
大
い
に
関
鍛
冶
の
Ｐ
Ｒ
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

質
問
箱

回
答
者
◉
冥
賀 

吉
也

第
八
回
・

質
問
箱

？
？
？
？
？
？
？？
？？
？？

関
鍛
冶

　
俳
優
の
故･

高
倉
健
さ
ん
（
一
九
三

一
～
二
〇
一
四
）
と
縁
を
結
ん
だ
二
十

四
人
の
戦
争
体
験
を
収
録
し
た
書
籍

『
高
倉
健
の
想
い
が
つ
な
い
だ
人
々
の

証
言
「
私
の
八
月
十
五
日
」』
が
こ
の

ほ
ど
出
版
さ
れ
た
。
高
倉
さ
ん
の
養
女

の
小
田
貴た

月か

さ
ん
が
ま
と
め
た
。

　
戦
争
体
験
者
の
証
言
集
「
私
の
八
月

十
五
日
」
は
シ
リ
ー
ズ
で
、
今い

ま

人じ
ん

舎
か

ら
こ
れ
ま
で
に
七
巻
刊
行
さ
れ
て
お

り
、
証
言
し
た
人
は
合
わ
せ
て
二
百
二

十
人
に
及
ん
で
い
る
。

　
八
巻
目
と
な
る
本
書
に
は
、
高
倉
さ

ん
と
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
元

首
相
の
細
川
護
熙
さ
ん
も
登
場
。
祖
父

の
近
衛
文
麿
の
車
で
軽
井
沢
へ
疎
開
し

た
こ
と
な
ど
を
回
顧
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
人
間
国
宝
の
宮
入
行
平
さ
ん

と
と
も
に
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
高
倉

さ
ん
と
交
流
の
深
か
っ
た
宮
入
小
左
衛

門
行
平
さ
ん
が
「
炎
に
祈
る
」
と
題
し
、

父
の
そ
の
日
の
想
い
と
、
そ
れ
を
継
承

す
る
鍛
刀
観
を
綴
っ
て
い
る
。

　
Ａ
５
判
・
一
九
二
ペ
ー
ジ
、
一
八
〇

〇
円（
税
別
）。
問
い
合
わ
せ
は
今
人
舎

（
☎
〇
四
二-

五
七
五-

八
八
八
八
）へ
。

戦
後
75
年
に
問
う
　高
倉
健
さ
ん

「
私
の
八
月
十
五
日
」

新
刊
紹
介
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日
本
刀
お
よ
び
刀
装
具
は
そ
の
文
化

的
・
美
術
的
価
値
の
高
さ
か
ら
、国
の
指

定
・
認
定
が
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
国
指
定
品
お
よ
び
重
要

美
術
品
等
認
定
品
の
数
は
、刀
剣
が
一
八

九
二
点
（
国
宝
一
一
一
・
重
文
七
八
二
・

重
美
約
九
九
九
）、拵
／
刀
装
は
一
○
○

点
（
国
宝
一
一・
重
文
七
五
・
重
美
一
四
）、

刀
装
具
は
一
〇
六
点
（
国
宝
〇
・
重
文

二
八
・
重
美
七
八
）
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　
海
外
へ
日
本
刀
お
よ
び
刀
装
具
を
輸

出
す
る
際
に
、
古
美
術
品
輸
出
鑑
査
証

明
書
（
以
下
、
輸
出
鑑
査
証
明
）
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
令

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
文
化

財
保
護
法
に
よ
り
、
国
の
宝
と
言
え
る

国
宝
・
重
要
文
化
財
の
指
定
品
お
よ
び

重
要
美
術
品
等
認
定
品
は
、
国
外
へ
の

流
出
を
防
止
す
る
た
め
、
輸
出
時
に
指

定
・
認
定
品
に
該
当
し
な
い
こ
と
の
証

明
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
税
関
検
査
を
行
う
職
員
が
、
二
百
数

十
万
点
あ
る
と
言
わ
れ
る
日
本
刀
か

ら
、
無
銘
を
含
む
こ
の
国
指
定
品
お
よ

び
認
定
品
一
八
〇
七
点
を
対
象
外
と
容

易
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
税
関
で
は
、
輸
出
品
が

国
指
定
・
認
定
品
に
該
当
し
な
い
こ
と

を
文
化
庁
が
証
明
す
る
輸
出
鑑
査
証
明

書
で
確
認
を
行
い
ま
す
。

　
従
っ
て
輸
出
品
金
額
の
多
寡
に
か
か

わ
ら
ず
、
日
本
刀
を
輸
出
す
る
時
に
は

輸
出
鑑
査
証
明
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
つ
い
で
な
が
ら
、
輸
出
後
に
は
銃

砲
刀
剣
類
登
録
証
を
交
付
元
教
育
委
員

会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
鐔
な
ど
の
刀
装
具
は
対
象

数
が
七
六
点
と
少
数
で
す
。
そ
の
う
ち

国
指
定
品
（
重
文
二
九
点
）
に
つ
い
て

は
、
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
指

定
文
化
財
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
文
化
遺
産

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
そ
の
詳
細
が
確
認

で
き
ま
す
。
ま
た
国
認
定
品
（
重
美
四

七
点
）
に
つ
い
て
は
、『
日
本
刀
重
要

美
術
品
全
集
』（
廣
井
雄
一
編
・
本
間

順
治
監
修
）
で
図
版
と
と
も
に
詳
細
が

確
認
で
き
ま
す
。
か
つ
対
象
品
の
大
半

が
在
銘
で
あ
り
、
無
銘
は
七
点
（
重
文

四
点
・
重
美
三
点
）
の
み
。
画
題
（
画

像
）
で
該
当
品
で
あ
る
か
否
か
は
容
易

に
判
断
が
で
き
ま
す
。

　
従
っ
て
、確
認
が
容
易
で
あ
る
以
上
、

刀
装
具
の
輸
出
に
、
約
一
カ
月
の
手
続

き
期
間
を
要
す
る
輸
出
鑑
査
証
明
の
添

付
は
不
要
と
考
え
ま
す
。

　
し
か
し
現
在
、
税
務
申
告
が
必
要
と

な
る
金
額
二
十
万
円
を
超
え
る
刀
装
具

の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
発
送
に
お
い
て
は
、
輸
出
鑑

査
証
明
の
添
付
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
厳

密
に
言
え
ば
、
金
額
の
多
寡
に
か
か
わ

ら
ず
、
税
関
で
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
証
明
が
で
き
る
よ
う
に
、
文
化

庁
へ
の
輸
出
鑑
査
証
明
書
を
全
て
の
刀

装
具
輸
出
時
に
取
得
し
て
お
く
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。

　
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ

刀
剣
商
の
事
務
負
担
が
膨
大
に
増
す
の

み
な
ら
ず
、
海
外
顧
客
に
と
っ
て
購
買

意
欲
を
損
ね
る
懸
念
が
生
じ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
窓
口
で
あ
る
東
京
税
関
外

郵
出
張
所
に
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
す

る
と
税
関
で
は
、「
文
化
庁
か
ら
『
日

本
刀
重
要
美
術
品
全
集
』が
対
象
品（
四

七
点
）
全
て
を
掲
載
す
る
資
料
で
あ
る

こ
と
が
公
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、（
確

認
は
容
易
に
で
き
る
の
で
）
輸
出
鑑
査

証
明
書
は
不
要
と
す
る
」
と
い
う
回
答

を
受
け
ま
し
た
。

　
税
関
の
回
答
を
受
け
て
、
文
化
庁
文

化
財
第
一
課
に
趣
旨
と
双
方
の
事
務
負

担
軽
減
な
ど
の
実
質
的
メ
リ
ッ
ト
や
、

『
重
美
全
集
』
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る

リ
ス
ク
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
伝
え
、

あ
ら
た
め
て
要
望
し
ま
し
た
。
し
か
し

「
民
間
で
編
集
さ
れ
た
書
籍
を
公
に
認

め
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
」「
刀
装
具

に
お
い
て
も
輸
出
鑑
査
証
明
申
請
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
」
と
電
話
応
対
の
担

当
者
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
後
、
当
組
合
や
全
美
連
な
ど
の
団

体
組
織
を
も
っ
て
交
渉
を
重
ね
れ
ば
、

要
望
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
余
地
も

生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
と
期
待
し
ま
す
。

　
輸
出
に
問
題
は
な
い
と
思
っ
て
い
る

と
、
突
然
、
輸
出
鑑
査
証
明
の
添
付
を

求
め
ら
れ
る
…
…
こ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
は

避
け
た
い
も
の
で
す
。
理
解
を
深
め
て

商
売
拡
大
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。�

（
松
本
義
行
）

輸
出
鑑
査
証
明
の
知
識
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　文化庁（宮田亮平長官）は、平成 29 〜令和元年度の３カ年にわたっ
て「伝統工芸用具・原材料に関する調査事業」を実施し、このほどその
報告書を公開した（調査の受託者は公益財団法人未来工学研究所）。
　その趣旨は、近年の急激な社会構造の変化によって、工芸関係者の間
で伝統的な工芸技術に用いられる用具・原材料の入手困難が深刻化し、
制作活動や伝承者養成等に支障が出るなど、伝統工芸の維持・継承が難
しくなっている。これら用具・原材料の量的・質的な維持・安定供給を
図ることは急務の課題となっており、さらに対象の用具・原材料を広げ、
供給・利用等の状況、関連技術保持への影響等を正確に把握し、伝統工
芸各分野の持続的展開に生かしていく必要がある。
　そこで、関係機関の相互協力のもと、関連情報を収集・集約し、それ
に基づき、用具・原材料の生産・供給等に関わる事業者や関係団体等へ

の調査、伝統工芸関係者および専門家等により構成したワーキンググ
ループにおいて、対象とした分野の用具・原材料の供給等にかかる実態・
問題等を明らかにするとともに、用具・原材料の持続的供給と伝統工芸
技術の保持・継承等に資する情報共有の方法等を検討し、用具・原材料
の持続的供給等に資する保護施策の策定を図ることを目的として実施し
たものである。
　対象としたのは陶芸、染織、漆芸、金工、日本刀、木竹工、人形、手
漉和紙、その他（ガラス工芸・撥

ばち

鏤
る

・截
きり

金
かね

など）の９分野であるが、本
紙では日本刀に限り、了解を得て関連事項をここに再録させていただき、
斯界の今後の課題を共有する手がかりとしたい。
　なお、当該分野のワーキングメンバーは次の各氏である。
　阿部�一紀：研師・公益財団法人日本刀文化振興協会常務理事
　河内�一平：刀匠・全日本刀匠会理事
　坪内�哲也：�刀匠・一般社団法人全日本刀匠会事業部理事�

伝統工芸木炭生産技術保存会代表
　和嶋�憲男：一般社団法人岩手県木炭協会常務理事

刀職界の喫緊の課題はこれだ！
文化庁「伝統工芸用具・原材料に関する調査事業」報告書より

①代表者の年齢
　代表者（個人は当人）の平均年齢は65.0歳で全体平均と同等。最高齢は83歳、最年少は
40歳となっている。

代表者の平均年齢 65.0歳 回答数：37 ―

代表者の最高齢 83歳 代表者の最低齢 40歳

②後継者の状況
　「後継者有り」という回答は28.6%にとどまり、7割以上が「後継者無し」となっている。
平均年齢は35.4歳と全体平均よりやや若い。

構成比 回答数

1 後継者有り 28.6% 10

2 後継者無し 71.4% 25

計 100.0% 35

後継者の平均年齢 35.4歳 9

③用具・原材料について、いま購入しようとした場合、入手しやすい状況か
　使用している用具・原材料のうち、「入手しにくい（難しくなっている）」という回答が3
分の2を超える67.2%に達している。

構成比 回答数

1 入手しやすい 32.8% 21

2 入手しにくい（難しくなっている） 67.2% 43

計 100.0% 64

④入手しにくい品目の状況
　「入手しにくい（難しくなっている）」という品目は、一部の天然砥石、木炭（松炭）など
で、採取地や生産・製造者の減少・廃業などが理由となっている。

品目 回答数
うち「入手
しにくい」

入手しにくい
主な品目

理由

1 砥石 22 19
天然砥石（内曇砥、鳴滝砥
など）

・�採取地の減少・枯渇、採掘中止

2 鋼 13 0 ― ―

3 木炭 13 10 木炭（松炭）
・�生産者の減少・廃業
・�松枯れ
・�品不足

4
その他の
用具・原材料

17 14
各種鑢、天然イボタ、稲藁、
鞴（ふいご）

・�製造業者の減少・廃業
・�専門の生産者がいない（鞴）

⑤使用している用具・原材料のうち「入手しにくい」という品目の入手先
　「入手しにくい」という品目の入手先（業者の所在地域）をみると、砥石は東京、京都、大
阪、木炭は岩手、福島、兵庫など産地或いは販売業者等がある地域が挙がっている。

品目 入手先（業者の所在地）

1 砥石 東京、京都、大阪

2 鋼 ―

3 木炭 岩手、福島、兵庫

4 その他の用具・原材料 鑢（東京）、稲藁、鹿革（奈良）、朴材（岐阜）など

⑥確保できている使用期間（用具は耐用年数等）
　用具・原材料の確保できている使用期間をみると、木炭（松炭）、鋼（玉鋼等）などは「半
年未満」、「1年未満」というように比較的短くなっているが、糸、鑢、砥石などは「5年以上」
など長期間の必要量を確保している。品目による傾向よりも個々の回答者の確保の状況が
表れているようである。

構成比 回答数 該当の主な品目

1 半年未満 2.2% 1 木炭（松炭）

2 1年未満 23.9% 11 木炭（松炭）、稲藁、砥石、鋼（安来鋼）

3 3年未満 8.7% 4 木炭（松炭）、鋼（玉鋼、和鉄）、鮫の皮、天然イボタ

4 5年未満 17.4% 8 各種鑢、砥石、水牛の角

5 5年以上 47.8% 22 正絹柄糸、鹿革、朴材、鑢、鞴、砥石、吉野紙

計 100.0% 46 ―

⑦入手先は今後どのように変わると見込まれるか
　入手先に対する今後の見通しは、「将来なくなる可能性がある」と「既に無くなることが
決まっている」を合わせると38.1%になるが、「減る」という回答が34.9%とやや多くなっ
ている。該当品目としては、砥石、鑢、松炭などが挙げられている。理由としては生産者の
後継者不足等による減少に加え、原料の枯渇・閉山等が挙げられている。

構成比 回答数 該当の主な品目 理由

1
あまり変ら
ない

27.0% 17 鋼（玉鋼）、赤銅、砥石、朴材 （回答無し）

2 減る 34.9% 22
天然イボタ、鹿革、木炭、砥
石、稲藁

良質な材料の不足、採算性、
需要減少

3
将来なくな
る可能性が
ある

30.2% 19
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、鑢、
砥石、正絹柄糸（組ひも）、朴
材、鞴（ふいご）、松パルプ材

後継者不足、原料枯渇、需要
減で採取中止、閉山

4
既に無くな
ることが決
まっている

7.9% 5
砥石（鳴滝砥、内曇砥）、鑢、
吉野紙

原料枯渇、廃業、閉山、原産
国が輸出せず

計 100.0% 63 ― ―

⑧入手・確保について、問題・課題になっている事など（複数回答）
　入手・確保の上での問題等としては、「入手先の後継者難・人材難等」が64.2%と比較的
多くなっている。該当する品目は松炭、玉鋼、稲藁、鞴、砥石などが挙げられている。また、
「仕入れ減少（少量調達）に伴う入手コスト増」という回答が56.6%に上り、該当品目とし
て朴材、鮫の皮、水牛の角などが挙げられている。

構成比 回答数 該当の主な品目

1 入手先の転廃業、生産中止等 39.6% 21 木炭（松炭）、稲藁、砥石、朴材など

2 入手先の後継者難・人材難等 64.2% 34
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、稲藁、正絹柄
糸（組ひも）、鞴、松パルプ材、砥石、朴
材など

3 入手先の技術・品質の低下 28.3% 15
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、正絹柄糸（組ひ
も）、鞴、松パルプ材、砥石、朴材など

4 材料不足等による仕入先の生産低下 11.3% 6 木炭、鋼（安来鋼、砂鉄）

5 代替品・輸入品等への置き換わり 5.7% 3 鑢、鹿革、砥石

6 仕入れ減少（少量調達）に伴う入手コスト増 56.6% 30 朴材、鮫の皮、水牛の角

7 新たな入手先の開拓が困難 41.5% 22
砥石、木炭（松炭）、朴材、鮫の皮、水牛
の角

8 上記以外 7.5% 4 木炭（松炭）、鋼、松パルプ材、砥石

計 100.0% 53 ―

⑨問題等への対策等をとっているか
　問題になっている事等について、「対策等をとっている」のは半数近い47.1%に上り、該
当品目として木炭、鋼、鑢などが挙げられている。対策の中身は「植林」や「後継者の育成」
など組織的な体制での様々な取組が実施されている様子が窺える。

構成比 回答数 該当の主な品目 対策

1
対策等をとっ
ている

47.1% 24
木炭（松炭）、鋼、鑢、
松パルプ材、砥石

・�（木炭）全国団体で木炭生産技術保存会と
共に植林などを実施

・�（木炭）入手先を増やしている。炭焼き職
人を育てている

・�（木炭）自家製鉄・製炭
・�（鋼）後継者の育成
・�（鑢）輸入品で代替、外国製を使用してい
るが使いにくい

・�（砥石）産地から直接購入を考えている、
買いだめしている

・�（稲藁）田舎を車で走るときに、はで干し
農家を探している。また知人へ問い合わ
せている

2
対策等はとれ
ていない

52.9% 27
木炭、砥石、鋼、鑢、
正絹柄糸、鹿革、朴
材、稲藁、吉野紙

―

計 100.0% 51 ― ―

Ⅰ．日本刀の用具・原材料の現状について

右ページに続く→
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①木炭について
ア）�伝統工芸木炭生産技術保存会（岡山県）の刀剣用（刀鍛冶用）木炭の生産・販売の状況
（西日本の需要中心、生産者減少の中で受注増）
・�西日本の個人ユーザーからの30 〜 50俵くらいの小規模の注文が中心。東京などのユー
ザーは主産地岩手県に注文する。送料が高くなるため東日本の顧客はほとんどいない。
全国の刀鍛冶用の木炭（松炭）の供給量は季節によって変わるが、推定で2〜 3割が岡山
県の生産、6〜 7割が岩手県。岡山県は個々の経営規模も非常に小さく、大産地の岩手県
に大きく頼る状況になっている。
近年、九州など西日本の刀鍛冶などからの注文が増えてきており、応じるのがいっぱい
の状況になっている。大学関係者などは後回しにしたいが、そういうわけにもいかない。
木炭生産者全体は減り続けているが、現在の当会への注文増がその影響なのか理由はわ
からない。

（近隣への煙の問題で生産に制約）
・�また、木炭生産を制約している要因に炭焼きの煙の問題がある。週数回であれば周辺住
民等にも我慢してもらえるが、毎日となると苦情が出るため、窯の生産余力はあるにも
かかわらず、注文が増えても窯の回転数を上げられない。
さらに、山の仕事は季節によっても影響を受けるので、地域によっても木炭生産・供給
の時期が違い、生産は季節により偏る。

イ）刀鍛冶（長野県）ユーザーとしての確保の状況
（高齢の生産者から全量買い取り、後継者無し）
・�地元（長野県）の80代の夫婦の生産者に刀鍛冶用の木炭を焼いてもらっている。独自つ
ながりの単独契約で他に使う人はいないため、全量必ず買わなければならない契約に
なっており、逆に足りなくなっても急に増産というわけにもいかない。

・�生産は高齢のため体調次第という状況で、昨年は6窯焼いてもらったが、今年は少し体
調が厳しく1年で4窯焼くにとどまった。生産量は1窯30 〜 40俵になる。

・�後継者はおらず、病気もされたので、いつ途絶えてもおかしくない。体に負担をさせな
いよう、自ら軽トラで1時間半かかるが受け取りに行っている。

ウ）木炭生産者団体（岩手県）の生産・販売状況
（全国一の生産量ながら減少傾向）
・�木炭は国内需要の約8割が輸入だが、国内産では岩手県が最も多い。岩手県の木炭の主
力は黒炭（原木はナラ、クヌギなどの楢類）だが、年々減少している（平成30年：木炭生
産量2,682t、うち黒炭2,632t（林野庁））。刀鍛冶に用いる松炭（原木はアカマツ）は僅か
な量に過ぎず統計区分もない。

・�協会では会員（平成30年7月現在151名。県全体の生産者は364名（林野庁））の生産状
況を詳細に把握しているが、県全体と同様生産量は減少傾向で、平成29年度100t超、平
成30年度約80t、令和元年度はさらに前年度比5割強まで減少している。

・�黒炭は「岩手木炭」として農水省の地理的表示（GI）保護制度に登録。最高の炭焼き技術
を有している生産者もいるという自負がある。その生産者の一部は松炭も焼いている。

（安価で生業にならない、事前に年間必要量が示されれば生産しやすい）
・�松炭の需要は平成30年から増えているが不安定で、いつ売れるかわからず、黒炭（楢炭）
に比べて単価も安いため、主力は需要が多く安定的な黒炭になる。

　�最近の松炭の生産増は、楢の原木不足で松を焼いている人が増えたためかもしれないと
推測。松炭は日本刀以外に一般の鍛冶屋の需要もあるが量は少ない。
・�松炭は協会で販売価格を値上げしたが（12kg入1箱5,000円）、それでも得られる収益は
黒炭と比べると7割程度。昨今の送料高騰も収益を圧迫し問題になっている。

・�一定の価格でユーザー側から事前に年間の必要量が示されれば、それに応じて生産しや
すい。最近はGIの「岩手木炭」（黒炭）の引き合いに生産が間に合わない状況にあるが、
生産者は炭焼きだけでは生活できないため、他の仕事と組み合わせて対応する。協会で
は生業として再生産可能なことを重視しているが、木炭は現状そうなっていない。

（GI登録の黒炭と同等価格で松炭を全量買い取り）
・�黒炭はGIに登録されたのと同時に、規格（「精煉度」を8度以内）を満たした木炭は協会が
全量買い取る方式になった。市場では松炭は黒炭より安価だが、協会では黒炭と同等に近
い単価で買い取っている。それでも全体の生産量が減っているため余るほどは集まらない。

・�岩手の炭焼き窯は比較的大きく一度に量産でき、熱効率、生産効率が高い（「岩手大量窯」
とも呼ばれる）。ただ、窯によって癖や原木樹種との相性があるため、松炭を主に生産し
ている人は松炭に適した窯を使い分けている。

（資源はあるが松喰い虫被害の懸念）
・�松炭の生産地はほとんどが岩手県北部、青森県境に近い地域（岩手県の生産者のうち7
割が久慈市など県北地域）。昨今、松喰い虫の被害エリアが北上しているが、「やませ」で
冷涼なため、県北部、青森県堺までは来ていない（「最後の砦」になっている）。県全体で
見ると被害は近年縮小傾向になっている。

� 【岩手県の森林被害（松くい虫）の状況】� （単位：㎡）

平成24年 25 26 27 28

松くい虫 11,929 10,888 9,323 9,443 5,833
資料：森林病害虫等防除事業実績報告書（岩手県森林整備課）

・�木炭生産者は自分で持っている山、或いは他者所有の山の木を買って原木を伐り出して
炭を焼く。黒炭を主とする生産者があわせて生えているアカマツを伐って、量がまとま
れば炭を焼くというパターンと、松炭生産のためにアカマツの多い山を買って生産する
パターンがある。県北部はアカマツが自然に生えてくる土地で植樹の必要もなく、資源
量もあり困る状況にはない。協会で原木のストックもある。

（生産量は高齢化で減少の見通し）
・�近年の生産量の減少は、生産者数の減少もあるが、高齢化による焼く頻度の減少がより
影響している。ただ、松炭は黒炭に比べて日数が短く4〜 5日で焼け、比重も7割程度と
軽いため比較的作業しやすい面はある。半面、収益的には重量単価も安くなる。

� 【岩手県の製炭従事者数】� （単位：人）

平成24年 25 26 27 28

専業 108 109 112 108 114

副業 424 413 400 400 369

計 532 522 512 508 483
資料：岩手県木炭協会（平成31年2月）

・�今後、生産者は高齢化で減っていく見込みのため、生産量もさらに減る見通し。最高の
炭焼き技術を持つという人も80代で、保有する2つの窯でそれぞれ黒炭と松炭を焼いて
いるが、後継者はいない状況にある。

・�炭焼きの技術は協会の支援で継承可能だが、生産者数が減るため自ずと技術の高い人も
少なくなる。レベルが落ちていくのは否めない。

　�会員で松炭を生産している人は現在約10人（松炭生産は常時ではない）。黒炭と窯を分
けて焼いている人はその半分、あと半分は窯の区別はなく時々焼いているという状況。
これまで松炭をやっていない人でも木炭生産者であれば松炭を焼けないわけではない
（技術的に難しくない。窯に区別はない）。

（買取価格の引き上げなど担い手を確保していく取組）
・�毎年継続的・安定的に注文が入るようになり炭焼きが稼ぎになるようになれば、農家、
林家の中には主業をやりながら炭焼きをする人が後継ぎとして出てくる可能性はある。

・�協会では生産者を支援するため、黒炭であればGI規格（岩手木炭）から外れるものも協
会で買い取っている。近年生産者からの買取価格を上げるため販売価格も値上げしてい
るが、今まで長年つき合いがある顧客に対しては急には値上げできていない。

・�（松炭の価格は岩手の協会より岡山の保存会の方が少し高い）それでも、もう少し単価が
高くてもかまわない、生産者がいなくなり松炭がなくなってしまう方が困る、という
ユーザーも少なくない。

・�伝統文化を残していくことは重要だが、松炭生産は産業としては厳しい。国のてこ入れ
も必要ではないか。自分は漆の産地・浄法寺の出身でS30年代、若い頃には漆搔きを手
伝った経験もあるが、その頃から手立てを講じていれば今の漆生産の状況も違ったので
はないか。

②砥石（刀剣研磨用）について
（天然砥石の生産業者は激減）
・�砥石は天然と人造があるが、京都砥石販売同業組合は元々天然砥石の採掘業者だった人
たちで構成されている。安価な輸入品や人造砥石の影響で、現在採掘している業者はわ
ずかになり、多くは過去採掘した在庫品を販売している状況になっている。平成22年度
に日本刀文化振興協会が実施した「天然砥石の現状に関する調査研究」（文化庁委託）で
アンケートを実施したが、その時点で採掘業者は既に2社しかいなかった。1社は組合
所属の業者で内曇砥の有名な業者だったが、先代は既に亡くなり採掘もしていなかった
（在庫品の販売のみになっていた）。いま組合で採掘販売を続けているのは亀岡の業者の
みになっている。

・�京都・亀岡の採掘業者は親子で技術を共有しながらやっているということで現状では
うまく事業継承できているが、他の採掘現場は業者が採掘職人を雇っているが70代後
半〜 80代と高齢化している。

（問屋はネット通販に業態転換）
・�販売レベルになると、京都の日本刀専門の天然砥石の卸問屋は東京に移り、ネットの時
代になり直販業態になった。ここは卸業態が淘汰されたこともあり自社で採掘するよう
になっている。（平成29年度アンケートで）直接購入という回答があったがそれはネッ
ト通販の普及が表れている。

（多くは人造砥石に代替）
・�日本刀研磨用の砥石は、成形用と刃文を出す仕上げ用があるが、成形用の最終段階で細
かい研磨をするのが名倉砥。粒度を変えて研削していくだけなので、名倉砥は人造砥石
で代替でき、なくなっても困らない。いま1本40万円もするためほとんど買う人もいな
い状況だ（ほとんど売られていない）。

・�問題は仕上げ用の内曇砥、鳴滝砥で、刃文を出したり地肌が見えるようにする効果があ
り、天然でないと出せないため絶対に必要。内曇砥は中程度の粒度、鳴滝砥は一番細か
い粒度で、特に鳴滝砥は地金の色合いを出すために必要だが、採掘場所の層によって粒
度が違う。上質なものは日本刀の焼き入れ時の淡い模様（映り）を残すが人造砥石は消
してしまう。先ほどの採れなくなって50 〜 60年というのは鳴滝砥のことで、京都で最
も古い層から採れたもの。

・�日本刀にもランクがあって、トップクラスはその古い極上品を使うが、入手できない刀
匠も多く、そういう人は人造砥石を使用している。

・�鳴滝砥は他の刃物の研ぎにも使える最高の仕上げ用の砥石だが、内曇砥は切れ味が良く
なるような石ではない。これら天然砥石は日本刀以外の需要はないのではないか。平成
22年度の刀文協の調査では、伝統工芸の人たちも天然にこだわる人は少なかった。

（資源状況の調査が必要）
・�1 〜 2年に一度でもよいから定期的にその時々に採れた砥石を評価する必要がある。過
去に採掘された在庫品の方が品質が良い場合がある。各産地の業者が勝手にいろいろな
名前をつけて売っていて、天然砥石組合が発表している情報だけでは石の性質がわから
ない。鳴滝砥もあるかもしれないが埋蔵量もわかっていない。採掘地の地層を第三者的
な地質の専門家に調査してもらいたい。

Ⅱ．日本刀の原材料（木炭・砥石）の供給確保に関する実態について
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　文化庁（宮田亮平長官）は、平成 29 〜令和元年度の３カ年にわたっ
て「伝統工芸用具・原材料に関する調査事業」を実施し、このほどその
報告書を公開した（調査の受託者は公益財団法人未来工学研究所）。
　その趣旨は、近年の急激な社会構造の変化によって、工芸関係者の間
で伝統的な工芸技術に用いられる用具・原材料の入手困難が深刻化し、
制作活動や伝承者養成等に支障が出るなど、伝統工芸の維持・継承が難
しくなっている。これら用具・原材料の量的・質的な維持・安定供給を
図ることは急務の課題となっており、さらに対象の用具・原材料を広げ、
供給・利用等の状況、関連技術保持への影響等を正確に把握し、伝統工
芸各分野の持続的展開に生かしていく必要がある。
　そこで、関係機関の相互協力のもと、関連情報を収集・集約し、それ
に基づき、用具・原材料の生産・供給等に関わる事業者や関係団体等へ

の調査、伝統工芸関係者および専門家等により構成したワーキンググ
ループにおいて、対象とした分野の用具・原材料の供給等にかかる実態・
問題等を明らかにするとともに、用具・原材料の持続的供給と伝統工芸
技術の保持・継承等に資する情報共有の方法等を検討し、用具・原材料
の持続的供給等に資する保護施策の策定を図ることを目的として実施し
たものである。
　対象としたのは陶芸、染織、漆芸、金工、日本刀、木竹工、人形、手
漉和紙、その他（ガラス工芸・撥

ばち

鏤
る

・截
きり

金
かね

など）の９分野であるが、本
紙では日本刀に限り、了解を得て関連事項をここに再録させていただき、
斯界の今後の課題を共有する手がかりとしたい。
　なお、当該分野のワーキングメンバーは次の各氏である。
　阿部�一紀：研師・公益財団法人日本刀文化振興協会常務理事
　河内�一平：刀匠・全日本刀匠会理事
　坪内�哲也：�刀匠・一般社団法人全日本刀匠会事業部理事�

伝統工芸木炭生産技術保存会代表
　和嶋�憲男：一般社団法人岩手県木炭協会常務理事

刀職界の喫緊の課題はこれだ！
文化庁「伝統工芸用具・原材料に関する調査事業」報告書より

①代表者の年齢
　代表者（個人は当人）の平均年齢は65.0歳で全体平均と同等。最高齢は83歳、最年少は
40歳となっている。

代表者の平均年齢 65.0歳 回答数：37 ―

代表者の最高齢 83歳 代表者の最低齢 40歳

②後継者の状況
　「後継者有り」という回答は28.6%にとどまり、7割以上が「後継者無し」となっている。
平均年齢は35.4歳と全体平均よりやや若い。

構成比 回答数

1 後継者有り 28.6% 10

2 後継者無し 71.4% 25

計 100.0% 35

後継者の平均年齢 35.4歳 9

③用具・原材料について、いま購入しようとした場合、入手しやすい状況か
　使用している用具・原材料のうち、「入手しにくい（難しくなっている）」という回答が3
分の2を超える67.2%に達している。

構成比 回答数

1 入手しやすい 32.8% 21

2 入手しにくい（難しくなっている） 67.2% 43

計 100.0% 64

④入手しにくい品目の状況
　「入手しにくい（難しくなっている）」という品目は、一部の天然砥石、木炭（松炭）など
で、採取地や生産・製造者の減少・廃業などが理由となっている。

品目 回答数
うち「入手
しにくい」

入手しにくい
主な品目

理由

1 砥石 22 19
天然砥石（内曇砥、鳴滝砥
など）

・�採取地の減少・枯渇、採掘中止

2 鋼 13 0 ― ―

3 木炭 13 10 木炭（松炭）
・�生産者の減少・廃業
・�松枯れ
・�品不足

4
その他の
用具・原材料

17 14
各種鑢、天然イボタ、稲藁、
鞴（ふいご）

・�製造業者の減少・廃業
・�専門の生産者がいない（鞴）

⑤使用している用具・原材料のうち「入手しにくい」という品目の入手先
　「入手しにくい」という品目の入手先（業者の所在地域）をみると、砥石は東京、京都、大
阪、木炭は岩手、福島、兵庫など産地或いは販売業者等がある地域が挙がっている。

品目 入手先（業者の所在地）

1 砥石 東京、京都、大阪

2 鋼 ―

3 木炭 岩手、福島、兵庫

4 その他の用具・原材料 鑢（東京）、稲藁、鹿革（奈良）、朴材（岐阜）など

⑥確保できている使用期間（用具は耐用年数等）
　用具・原材料の確保できている使用期間をみると、木炭（松炭）、鋼（玉鋼等）などは「半
年未満」、「1年未満」というように比較的短くなっているが、糸、鑢、砥石などは「5年以上」
など長期間の必要量を確保している。品目による傾向よりも個々の回答者の確保の状況が
表れているようである。

構成比 回答数 該当の主な品目

1 半年未満 2.2% 1 木炭（松炭）

2 1年未満 23.9% 11 木炭（松炭）、稲藁、砥石、鋼（安来鋼）

3 3年未満 8.7% 4 木炭（松炭）、鋼（玉鋼、和鉄）、鮫の皮、天然イボタ

4 5年未満 17.4% 8 各種鑢、砥石、水牛の角

5 5年以上 47.8% 22 正絹柄糸、鹿革、朴材、鑢、鞴、砥石、吉野紙

計 100.0% 46 ―

⑦入手先は今後どのように変わると見込まれるか
　入手先に対する今後の見通しは、「将来なくなる可能性がある」と「既に無くなることが
決まっている」を合わせると38.1%になるが、「減る」という回答が34.9%とやや多くなっ
ている。該当品目としては、砥石、鑢、松炭などが挙げられている。理由としては生産者の
後継者不足等による減少に加え、原料の枯渇・閉山等が挙げられている。

構成比 回答数 該当の主な品目 理由

1
あまり変ら
ない

27.0% 17 鋼（玉鋼）、赤銅、砥石、朴材 （回答無し）

2 減る 34.9% 22
天然イボタ、鹿革、木炭、砥
石、稲藁

良質な材料の不足、採算性、
需要減少

3
将来なくな
る可能性が
ある

30.2% 19
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、鑢、
砥石、正絹柄糸（組ひも）、朴
材、鞴（ふいご）、松パルプ材

後継者不足、原料枯渇、需要
減で採取中止、閉山

4
既に無くな
ることが決
まっている

7.9% 5
砥石（鳴滝砥、内曇砥）、鑢、
吉野紙

原料枯渇、廃業、閉山、原産
国が輸出せず

計 100.0% 63 ― ―

⑧入手・確保について、問題・課題になっている事など（複数回答）
　入手・確保の上での問題等としては、「入手先の後継者難・人材難等」が64.2%と比較的
多くなっている。該当する品目は松炭、玉鋼、稲藁、鞴、砥石などが挙げられている。また、
「仕入れ減少（少量調達）に伴う入手コスト増」という回答が56.6%に上り、該当品目とし
て朴材、鮫の皮、水牛の角などが挙げられている。

構成比 回答数 該当の主な品目

1 入手先の転廃業、生産中止等 39.6% 21 木炭（松炭）、稲藁、砥石、朴材など

2 入手先の後継者難・人材難等 64.2% 34
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、稲藁、正絹柄
糸（組ひも）、鞴、松パルプ材、砥石、朴
材など

3 入手先の技術・品質の低下 28.3% 15
木炭（松炭）、鋼（玉鋼）、正絹柄糸（組ひ
も）、鞴、松パルプ材、砥石、朴材など

4 材料不足等による仕入先の生産低下 11.3% 6 木炭、鋼（安来鋼、砂鉄）

5 代替品・輸入品等への置き換わり 5.7% 3 鑢、鹿革、砥石

6 仕入れ減少（少量調達）に伴う入手コスト増 56.6% 30 朴材、鮫の皮、水牛の角

7 新たな入手先の開拓が困難 41.5% 22
砥石、木炭（松炭）、朴材、鮫の皮、水牛
の角

8 上記以外 7.5% 4 木炭（松炭）、鋼、松パルプ材、砥石

計 100.0% 53 ―

⑨問題等への対策等をとっているか
　問題になっている事等について、「対策等をとっている」のは半数近い47.1%に上り、該
当品目として木炭、鋼、鑢などが挙げられている。対策の中身は「植林」や「後継者の育成」
など組織的な体制での様々な取組が実施されている様子が窺える。

構成比 回答数 該当の主な品目 対策

1
対策等をとっ
ている

47.1% 24
木炭（松炭）、鋼、鑢、
松パルプ材、砥石

・�（木炭）全国団体で木炭生産技術保存会と
共に植林などを実施

・�（木炭）入手先を増やしている。炭焼き職
人を育てている

・�（木炭）自家製鉄・製炭
・�（鋼）後継者の育成
・�（鑢）輸入品で代替、外国製を使用してい
るが使いにくい

・�（砥石）産地から直接購入を考えている、
買いだめしている

・�（稲藁）田舎を車で走るときに、はで干し
農家を探している。また知人へ問い合わ
せている

2
対策等はとれ
ていない

52.9% 27
木炭、砥石、鋼、鑢、
正絹柄糸、鹿革、朴
材、稲藁、吉野紙

―

計 100.0% 51 ― ―

Ⅰ．日本刀の用具・原材料の現状について

右ページに続く→
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「刀剣評価鑑定士」認定試験問題の監修結果③
　既報の通り、「刀剣評価鑑定士」認定試験問題
については、該当する事項を警察庁の担当部署に
て監修願えないか依頼し、承諾を頂いていたが、
このほど作業を終えて回答を得た。そこで、「警
察庁における修正意見」を加えた試験問題例を紹
介する（二重線、太字は修正箇所）。
■古物営業法などに関する問題
［問題］　「品触れ」の説明で正しいのは、次のい
ずれか。
　①�窃盗事件などの被害品の特徴などを示した警
察署本部長等から発行される手配書

　②骨董市に出品される商品の目録� 正解　①
［問題］　「行商」の届出がされていても、営業の
制限違反となるのは次のいずれか（仮設店舗にお
いて古物営業を営む場合において、あらかじめ、
その日時及び場所をその場所を管轄する公安委員
会に届け出たときを除く。）。
　①�届け出ている営業所本拠地以外の展示即売会
場において、「無料査定」を行うこと

　②�届け出ている営業所本拠地以外の展示即売会
場において、「出張買取」を行うこと

� 正解　②
［問題］　法人の古物営業についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�法人の役員の中に「個人許可」を取得してい
る人がいて、その許可をもって法人としての
業務を行った。

　②�「法人許可」古物許可でその従業員が営業を
行った。� 正解　②

［問題］　古物営業の許可が取り消される理由につ
いての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�許可を受けてから３カ月以内に営業を開始せ

ず、又は引き続き３カ月以上営業を休止し、
現に古物営業を営んでいないこと。

　②�許可を受けてから６カ月以内に営業を開始せ
ず、又は引き続き６カ月以上営業を休止し、
現に古物営業を営んでいないこと。�正解　②

［問題］　古物営業をする上でのいわゆる古物商の
防犯三大義務とは、次の３項目である。○か×か。
　�「取引相手の確認義務」「不正品の申告義務」「帳
簿等への記載等及びその保存義務」

� 正解　○
※ 古物営業法で古物商・古物市場主に課している

様々な義務のうち、「取引相手の確認義務」「不
正品の申告義務」「帳簿等への記載等及びその
保存義務」の義務を「古物商の防犯三大義務」
として、過去に通達で示している。

［問題］　古物営業上、相手方の真偽の確認と帳簿
等への記載等の記録の義務についての説明で正し
いのは、次のうちどれか。
　①�対価の総額が１万円未満ので買い取りをする
場合は、原則として相手方の真偽の確認義務
と帳簿等への記載等の義務記録は免除される。

　②�対価の総額が買い取りが１万円未満の場合で
も、全ての取引で相手方の相手方の真偽の確
認義務と帳簿等への記載等が必要である。

� 正解　①
［問題］　古物営業上、帳簿等への記載等の記録の
義務についての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�買い入れ買受け及びおよび売却の電磁的方法

による記録は、最終記録日から７年間、営業
所において直ちに書面に表示できるようにし
て営業所に保存しておかなければならない。

　②�買い入れ買受け及びおよび売却の電磁的方法
による記録は、最終記録日から３年間、営業
所において直ちに書面に表示できるようにし
て営業所に保存しなければならない。

� 正解　②
［問題］　古物営業の規制についての説明で正しい
のは、次のうちどれか（仮設店舗において古物営
業を営む場合において、あらかじめ、その日時及
び場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出
たときを除く。）。
　①�古物商は営業所又はまたは取引の相手方の住
所若しくはまたは居所以外の場所で、古物を
買受け等のため、古物を受け取ることはでき
ない。

　②�古物商は営業所又はまたは取引の相手方の住
所若しくはまたは居所以外の場所で、古物を
買受け等のため、古物を受け取ることができ
る。� 正解　①

［問題］　管理者の選任設置義務についての説明で
正しいのは、次のうちどれか。
　①�同一の都道府県内では、古物商の代表者は複

数の営業所の管理者になれる。
　②�同一の都道府県内であっても、原則として古
物商の代表者は複数の営業所の管理者になれ
ない� 正解　②

　※ 実質的に営業所を管理することが可能である
場合には、複数の営業所の管理者を兼任でき
る場合がある。

　例 「複数の営業所の所在地が近接している場合」
「休日しか営業しない営業所と平日しか営業
しない営業所の場合」など

［問題］　競り売りについての説明で正しいのは、
次のうちどれか。
　①�古物商が古物市場以外の場所でオークション
を行おうとするときは、実施日の７日前まで
にその場所の所轄警察署長を経由してに日
時・場所を届け出なければならない。

　②�古物商が古物市場以外の場所でオークション
を行おうとするときは、実施日の３日前まで
にその場所の所轄警察署長を経由してに日
時・場所を届け出なければならない。

� 正解　②
［問題］　不正品の申告義務についての説明で正し
いのは、次のうちどれか。
　①�買い受け等しようとする場合において、その
古物について不正品の疑いがあると認めると
きは、３日以内に警察官にその旨を申告しな
ければならない。

　②�買受け等しようとする買い取りをする場合に
おいて、その古物について不正品の疑いがあ
ると認めるときは、直ちに警察官にその旨を
申告しなければならない。� 正解　②

［問題］　古物営業法の相手方の真偽の確認と帳簿
等への記載等の記録義務についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�個々の古物の価格が１万円未満でも、対価の
総額が１万円以上の場合には相手方の真偽の
確認と帳簿等への記載等の記録義務は免除さ
れない。

　②�個々の古物の価格が１万円未満であれば、対
価の総額が１万円以上の場合でも相手方の真
偽の確認と帳簿等への記載等の記録義務は免
除される。� 正解　①

［問題］　古物営業の規制についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�個人で許可を受けて古物営業していたが、事
業の拡大等によって法人として古物営業をし
ようとする営業となったときには、新たに法
人の許可を受けなければならない。

　②�個人で許可を受けて古物営業していたが、事
業の拡大等によって法人として古物営業をし
ようとする営業となったときも、そのまま個
人の許可で営業してもよい。� 正解　①

［問題］　古物の行商についての説明で正しいの
は、次のうちどれか。
　①�行商の届け出をすれば、営業所以外の場所で
の（全国どこでも）販売ができる。

　②�行商の届け出をしなくとも、古物商許可証を
携帯すれば、営業所以外での場所での（全国
どこでも）販売ができる。� 正解　①

［問題］　古物の行商（仮設店舗において古物営業
を営む場合において、あらかじめ、その日時及び
場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出た
ときを除く。）についての説明で正しいのは、次
のうちどれか。
　①�行商の届け出をしても、営業所又はおよび取
引の相手方の住所若しくはもしくは居所以外
の場所で古物商以外の者からの買い受け等に
より古物を受け取ることはできない。

　②�行商の届け出をすれば、営業所又はおよび取
引の相手方の住所若しくはもしくは居所以外
の場所で（全国どこでも）古物商以外の者か
らの買い受け等により古物を受け取ることが
できる。� 正解　①

［問題］　品触れについての説明で正しいのは、次
のうちどれか。
　①�品触れを受け取ったらその品触書に到達日付
を記載し、その日から１年間これを保存しな
ければならない。

　②�品触れを受け取ったらその品触書に到達日付
を記載し、その日から６カ月これを保存しな
ければならない。� 正解　②

［問題］　古物商がホームページを利用してする古
物をの取引する場合についての説明で正しいの
は、次のうちどれか。

　①�ホームページで古物を売るだけの営業なら、
公安委員会へＵＲＬの届け出をしなくてもよい。

　②�ホームページで古物を売るだけの営業でも、
公安委員会へＵＲＬの届け出をしなければな
らない。� 正解　②

［問題］　ホームページを利用する古物の取引につ
いての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�古物取引を行うホームページには、「氏名又

はまたは名称」「許可をした警察署の名称」「許
可証の番号」をその取り扱う古物に関する事
項と共に表示しなければならない。

　②�古物取引を行うホームページには、「氏名又
はまたは名称」「許可をした公安委員会の名
称」「許可証の番号」をその取り扱う古物に
関する事項と共に表示しなければならない。

� 正解　②
　※ 「その取り扱う古物に関する事項と共に」表

示しなければならないため、取り扱う古物を
掲載している個々のページに表示するのを原
則としている。

［問題］　古物営業についての説明で正しいのは、
次のうちどれか。
　①�原則として、古銭は古物扱いになる。
　②�原則として、古銭は古物扱いにならない。
� 正解　②
　※設問の表現を検討する必要がある。
　　 「古物」には、現在そのもの本来の用途以外

に使用することが常態となったものを含まな
いため、現在流通していない古銭については
古物に該当しない。ただし、当該古銭が希少
かつ鑑賞的価値を有し、歴史的な美術品と客
観的に判断される場合等においては、古物に
該当し得る場合もある。

［問題］　古物商が、古物商以外の者から買い受け
等ができる場所（仮設店舗において古物営業を営
む場合において、あらかじめ、その日時及び場所
をその場所を管轄する公安委員会に届け出たとき
を除く。）は、「届出をしている営業所」と、ほか
にはどこか。次の中から正しいものを選びなさい。
　①相手方の住所、居所　②相手方が勤める会社
� 正解　①
［問題］　品触れを受け取ったときは、その品触書
に到達着の日付を記載し、その日からどれほどの
期間、保存しなければならないか。次の中から正
しいものを選びなさい。
　①３カ月間　②６カ月間� 正解　②
［問題］　非対面取引の相手方の真偽の本人確認方
法で適切なのは、次のうちどれか。
　①�相手から電子署名を行ったメールの送信を受
ける。

　②�相手に簡易書留を送付して、その到達を確か
める。� 正解　①

　※情報が不足しており、答①②共に誤りである。
［問題］　帳簿（古物台帳）等の備え付け期間は、
最終の記載等を記録した日から何年間か。次の中
から正しいものを選びなさい。
　①３年間　②５年間� 正解　①
［問題］　古物営業法の古物商の営業の制限に違反
している行為は、次のどれですか。
　①�フリーマーケットへ行き、古物商でない者か

ら仕入れのための古物を購入した。
　②�古物商の仲間とレストランで食事をした後、
レストランの駐車場で古物の受け取りをした。

� 正解　①
［問題］　品触れの有効期限保存期間は、当該品触
れに係る書面を受け取った日から何カ月か。次の
中から正しいものを選びなさい。
　①６カ月　② 12 カ月� 正解　①
［問題］　古物営業で都道府県公安委員会による
「営業の停止命令」の対象となる行為は何か、次
の中から正しいものを選びなさい。
　①�代理人等が営業取引制限に違反した。
　②�古物商が不正品に関する申告をしなかった。
� 正解　②
　�処分基準は、各都道府県公安委員会で定めてい

るため、確認が必要である。
［問題］　競売以外の公の市場等から入手した古物
が盗難品であった場合、盗難の被害者は、古物商
に無償で返還することを要求することができるが、
は被害者に返還義務があるが、返還その期間は盗
難または遺失の日から何年以内か。次の中から正
しいものを選びなさい。
　①１年　②３年� 正解　①
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［問題］　古物営業法第 24 条の規定により古物営
業の許可を取り消しされていた場合、何年経過す
れば再度申請できるか。次の中から正しいものを
選びなさい。
　①３年　②５年� 正解　②
　※ 法第４条第１項第６号の規定（法第 24 条に

よる許可の取消し）による欠格事由となり、
古物商の許可が取り消された場合の再度の申
請は、設問のとおりである。

　　 一方、許可の取消しには、法第６条の規定に
よる営業の休止や簡易取消し等による取消し
もあり、この取消しは欠格事由とはならない
ため、許可の取消し直後から再度の申請がで
きる。

［問題］　古物商が古物を買い受けするとき、相手
方の住所・氏名などを確認しなければならないが、
次の中で確認する必要のないものはどれか。
　①年齢　②本籍地� 正解　②
［問題］　帳簿（古物台帳）等に記載する必要のあ
るものは何か。次の中から正しいものを選びなさい。
　①取引の場所　②古物の特徴� 正解　②
［問題］　古物営業の許可が必要なのは、どういう
営業を行う場合か。次の中から正しいものを選び
なさい。
　①�古物を売買し、交換し、または委託を受けて
売買し、交換する営業

　②�古物の買受けい取りを行わないで、古物の販
売のみを行う営業� 正解　①

［問題］　古物営業法では、未成年者でも場合に
よってなることができる許可を受けられるものが
ある。許可を受けられないのそれはどれか、次の
中から正しいものを選びなさい。
　①管理者　②古物営業� 正解　②①
　※ 管理者は許可を受ける性質のものではないた

め、表現を検討
［問題］　古物台帳帳簿等は最終の記載等から何年
間保管しなければならないか。次の中から正しい
ものを選びなさい。
　①３年間　②５年間� 正解　①
［問題］　古物の取引を行う際、「営業所又はまた
は相手方の住所若しくはまたは居所」以外の場所

（仮設店舗において古物営業を営む場合において、
あらかじめ、その日時及び場所をその場所を管轄
する公安委員会に届け出たときを除く。）では買
受け取りの契約を締結することはできるか。次の
中から正しいものを選びなさい。
　①できる　②できない� 正解　②
［問題］　取引相手の住所又はまたは居所で古物の
売買を行うには、「行商」の届け出が必要か。次
の中から正しいものを選びなさい。
　①必要である　②必要でない� 正解　①
［問題］　古物商がホームページを利用して競り売
りを行う場合は、売却する古物を取り扱う営業所
の所在地の管轄所轄警察署長を経由してに競り売
りの日から何日前までに届け出なければいけない
か。次の中から正しいものを選びなさい。
　①５日　②３日� 正解　②
［問題］　品触れを受け取ったときは、受け取った
日付を記載し、どれだけの期間保管しなければな
らないか。次の中から正しいものを選びなさい。
　①６カ月　②１年間� 正解　①
［問題］　古物商の許可を受けている者がて、一定
期間以上営業していない場合は、古物許可証が取
り消され、許可証を返納しなければならない場合
もあるが、一定期間とはどのくらいの期間か。次
の中から正しいものを選びなさい。
　①６カ月　② 12 カ月� 正解　①
［問題］　古物商がホームページを利用して古物の
取引をしようとする場合は、該当ホームページの
ＵＲＬをどこに届け出なければならないか。次の
中から正しいものを選びなさい。
　①都道府県警察本部庁　②都道府県公安委員会
� 正解　②
　※ 警察庁よりも、都道府県警察本部の方がいい

のでは。
［問題］　古物取引を行うホームページには、氏名、
名称のほか、取り扱う古物とともに表示しなけれ
ばならないものは何か。次の中から正しいものを
選びなさい。
　①�許可をした都道府県公安委員会の名称と許可

証番号
　②代表者の身分証明書� 正解　①
［問題］　非対面取引の相手方の真偽の確認方法事
項として適切なものはどれか。次の中から正しい
ものを選びなさい。
　①�古物の買受け取相手から印鑑登録証明書と登
録された印鑑の押された申込書（住所、氏名、

年齢、職業記載）を古物と一緒に送ってもら
うこと。

　②�古物の買受け取相手から免許証のコピーと古
物を一緒に送ってもらうこと。� 正解　①

［問題］　非対面取引の相手方の真偽の確認方法事
項としてどちらが適切なことは何か。次の中から
正しいものを選びなさい。
　①�古物の買受け相手からその住所、氏名、職業

及び年齢の申出を受け、その相手方に対し、
本人限定受取郵便物により番号等を付した梱
包キット等を送付し、それで古物を送っても
らうこと。

　②�古物の代金を現金書留で支払うこと。
� 正解　①
　※ 設問①では、本人限定受取郵便の送達を確認

しなければならないが、番号等を付した梱包
キット等が古物と共に返送されることで、送達
が確認できるというのであれば、正解となる。

［問題］　非対面取引の相手方の真偽の確認方法事
項として適切なことは何か。次の中から正しいも
のを選びなさい。
　①�古物の買受け相手からその住所、氏名、職業

及び年齢の申出を受けるとともに、古物の買
取相手から住民票の写しと古物の送付を受
け、現金書留で支払うこと。

　②�古物の買受け相手からその住所、氏名、職業
及び年齢の申出を受けるとともに、古物の買
取相手から住民票の写しと古物の送付を受
け、その名義の住民票の写しに記載された者
の氏名を名義人とする預貯金口座に代金を振
り込むことを約すること。� 正解　②

［問題］　同一世帯のでも、２人以上の者が、それ
ぞれ古物商営業許可証を取得できる。○か×か。
� 正解　〇×
　（許可は「個人単位」「法人単位」での許可となる。）
　※ 設問の場合のように、複数の古物商が同一の

建物内で営業する場合は、管理者、帳簿、標
識等の義務等について、それぞれが法を履行
する必要がある。

［問題］　古物商許可証の取得は自宅あるいは別住
所の営業所のどちらでも、所轄の公安委員会で申
請できる。○か×か。古物商はの許可申請は、住
所若しくは居所又は営業所のいずれかの所在地を
管轄する公安委員会に対して行うことができる。
○か×か。� 正解　×◯
※ 「法第２条第２項第１号（古物商）を営もうと

する者は、営業所（営業所のない者は住所又は
居所）が所在する都道府県ごとに都道府県公安
委員会の許可を受けなければならない。」とさ
れているため、営業所がある場合には、営業所
の所在地を管轄する公安委員会（所轄警察署長）
が申請先となる。

［問題］　出張展示会（仮設店舗において古物営業
を営む場合において、あらかじめ、その日時及び
場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出た
ときを除く。）でも、下取りは単なる買受け入行
為とは異なり、売りと買受けい入れの同時実行と
なり相手先の住所等が確認できるので、してもよ
い。○か×か。� 正解　×
※ 出張展示会という表現が、この設問に妥当か否

かは検討が必要
［問題］　古物営業法上、古物刀剣は 20 歳未満の
者からは買い受け取ることができない。○か×か。
� 正解　×
※ 未成年者から古物を買い取ることの是非は、法

に規定されてはいないが、都道府県条例で規定
されている場合がある（全ての都道府県条例に
規定されているかは要確認。）。

※ 条例で規定されていたとしても、原則禁止では
あるが、条件付で認められる場合がある。

［問題］　買い取ってほしいと古物刀を宅配便で
送ってきたが、指定された振込口座の名義が送付
者と同一なので、買い取りに応じて送金した。○
か×か。� 正解　×
［問題］　年配者が店に古物刀を売りにきたが、運
転免許証もパスポートも持っていなかったので、
健康保険証で本人相手方の真偽の確認を済ませ
た。◯か×か。� 正解　◯
※ 国民健康保険被保険者証による相手方の真偽の

確認は認められているが、当該身分証明書等で
住所、氏名、職業、年齢を確認できない場合は、
確認できる他の方法を追加することによって、
相手方の真偽の確認を行う必要がある。

［問題］　古物台帳帳簿は防犯協会から支給された
ものでなく、パソコンで自分流の書式のものを
作った。○か×か。� 正解　◯
※ 法令に規定された記載事項を満たし、取引ごと

等に記載、編さんしていれば、防犯協会で支給
されたものでも支障はない。

［問題］　出張先のホテルなどでも、古物商からな
ら買受けい入れしてもかまわない。○か×か。
� 正解　◯
［問題］　警察署から送られてくる品触れに係る書
面は、到着到達の日から６カ月間保存しなければ
ならない。○か×か。� 正解　◯
［問題］　古物取引の記録は、最終の記録記載日か
ら３年間保存しなければならない。○か×か。
� 正解　◯
［問題］　対面での古物の買受けい取りの際、相手か
ら運転免許証の提示を受けて相手方の真偽の確認
をした。そのほかの相手方の真偽の確認方法で正し
い方法をに必要なことを次の中から選びなさい。
　①�住所・氏名・職業・年齢を古物商や従業者の
面前で記載した署名文書の交付を受ける

　②�住所・氏名・職業・年齢をあらかじめ記入し
た用紙を受け取る� 正解　①

［問題］　（　）の中から正しいものを選びなさい。
盗品と知りながら買い受け等を行えば、盗品等有
償譲受罪（刑法第 256条）として（① 10年　②５年）
以下の懲役及び 50 万円以下以内の罰金に処せら
れる。� 正解　①②
［問題］　古物の買い受けに関する内容で正しいも
のを、次の中から選びなさい。
　①�自己が売却した物品を当該売却の相手から買
い戻す場合でも、相手確認と必要事項の記載
は必要である

　②�自己が売却した物品を当該売却の相手から買
い戻す場合は、相手確認と必要事項の記載は
必要でない� 正解　②

［問題］　古物の買受けい取り場所（仮設店舗にお
いて古物営業を営む場合において、あらかじめ、
その日時及び場所をその場所を管轄する公安委員
会に届け出たときを除く。）として正しいものを、
次の中から選びなさい。
　①相手方の住所、居所　②展示即売会場
� 正解　①
［問題］　古物商が従業者員に行商を行わせる際に
必要なものは何ですか。次の中から選びなさい。
　①行商従業者証
　②古物商自身の許可証のコピー� 正解　①
［問題］　「品触れ」を受け取ったときは、その「品
触れ」に係る書面の到達日付を記載し、どれだけ
の期間保存しなければいけないか。次の中から正
しいものを選びなさい。
　①１年間　②６カ月間� 正解　②
［問題］　非対面取引における本人相手方の真偽の
確認の方法として正しいものを、次の中から選び
なさい。
　①�品物と一緒に、押印した申込書、押印した印
の印鑑証明書を送付してもらい、代金を本人
口座に振り込む。

　②�品物と一緒に運転免許証のコピーを送付して
もらい、代金を本人口座に振り込む。

� 正解　①
　※ 非対面取引の相手方の真偽の確認方法の情報

が不足しており、回答困難
［問題］　古物商が一般の人から入手した古物が盗
品又はまたは遺失物であって、た場合、当該古物
を公の市場又は同種の者を取り扱う営業者から善
意で譲り受けた場合を除き、被害者又遺失者は無
償で当該古物の返還を請求できる。その期間で正
しいものを、次の中から選びなさい。
　①２年間　②３年間� 正解　①
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「刀剣評価鑑定士」認定試験問題の監修結果③
　既報の通り、「刀剣評価鑑定士」認定試験問題
については、該当する事項を警察庁の担当部署に
て監修願えないか依頼し、承諾を頂いていたが、
このほど作業を終えて回答を得た。そこで、「警
察庁における修正意見」を加えた試験問題例を紹
介する（二重線、太字は修正箇所）。
■古物営業法などに関する問題
［問題］　「品触れ」の説明で正しいのは、次のい
ずれか。
　①�窃盗事件などの被害品の特徴などを示した警
察署本部長等から発行される手配書

　②骨董市に出品される商品の目録� 正解　①
［問題］　「行商」の届出がされていても、営業の
制限違反となるのは次のいずれか（仮設店舗にお
いて古物営業を営む場合において、あらかじめ、
その日時及び場所をその場所を管轄する公安委員
会に届け出たときを除く。）。
　①�届け出ている営業所本拠地以外の展示即売会
場において、「無料査定」を行うこと

　②�届け出ている営業所本拠地以外の展示即売会
場において、「出張買取」を行うこと

� 正解　②
［問題］　法人の古物営業についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�法人の役員の中に「個人許可」を取得してい
る人がいて、その許可をもって法人としての
業務を行った。

　②�「法人許可」古物許可でその従業員が営業を
行った。� 正解　②

［問題］　古物営業の許可が取り消される理由につ
いての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�許可を受けてから３カ月以内に営業を開始せ

ず、又は引き続き３カ月以上営業を休止し、
現に古物営業を営んでいないこと。

　②�許可を受けてから６カ月以内に営業を開始せ
ず、又は引き続き６カ月以上営業を休止し、
現に古物営業を営んでいないこと。�正解　②

［問題］　古物営業をする上でのいわゆる古物商の
防犯三大義務とは、次の３項目である。○か×か。
　�「取引相手の確認義務」「不正品の申告義務」「帳
簿等への記載等及びその保存義務」
� 正解　○
※ 古物営業法で古物商・古物市場主に課している

様々な義務のうち、「取引相手の確認義務」「不
正品の申告義務」「帳簿等への記載等及びその
保存義務」の義務を「古物商の防犯三大義務」
として、過去に通達で示している。

［問題］　古物営業上、相手方の真偽の確認と帳簿
等への記載等の記録の義務についての説明で正し
いのは、次のうちどれか。
　①�対価の総額が１万円未満ので買い取りをする
場合は、原則として相手方の真偽の確認義務
と帳簿等への記載等の義務記録は免除される。

　②�対価の総額が買い取りが１万円未満の場合で
も、全ての取引で相手方の相手方の真偽の確
認義務と帳簿等への記載等が必要である。

� 正解　①
［問題］　古物営業上、帳簿等への記載等の記録の
義務についての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�買い入れ買受け及びおよび売却の電磁的方法

による記録は、最終記録日から７年間、営業
所において直ちに書面に表示できるようにし
て営業所に保存しておかなければならない。

　②�買い入れ買受け及びおよび売却の電磁的方法
による記録は、最終記録日から３年間、営業
所において直ちに書面に表示できるようにし
て営業所に保存しなければならない。

� 正解　②
［問題］　古物営業の規制についての説明で正しい
のは、次のうちどれか（仮設店舗において古物営
業を営む場合において、あらかじめ、その日時及
び場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出
たときを除く。）。
　①�古物商は営業所又はまたは取引の相手方の住
所若しくはまたは居所以外の場所で、古物を
買受け等のため、古物を受け取ることはでき
ない。

　②�古物商は営業所又はまたは取引の相手方の住
所若しくはまたは居所以外の場所で、古物を
買受け等のため、古物を受け取ることができ
る。� 正解　①

［問題］　管理者の選任設置義務についての説明で
正しいのは、次のうちどれか。
　①�同一の都道府県内では、古物商の代表者は複

数の営業所の管理者になれる。
　②�同一の都道府県内であっても、原則として古
物商の代表者は複数の営業所の管理者になれ
ない� 正解　②

　※ 実質的に営業所を管理することが可能である
場合には、複数の営業所の管理者を兼任でき
る場合がある。

　例 「複数の営業所の所在地が近接している場合」
「休日しか営業しない営業所と平日しか営業
しない営業所の場合」など

［問題］　競り売りについての説明で正しいのは、
次のうちどれか。
　①�古物商が古物市場以外の場所でオークション
を行おうとするときは、実施日の７日前まで
にその場所の所轄警察署長を経由してに日
時・場所を届け出なければならない。

　②�古物商が古物市場以外の場所でオークション
を行おうとするときは、実施日の３日前まで
にその場所の所轄警察署長を経由してに日
時・場所を届け出なければならない。

� 正解　②
［問題］　不正品の申告義務についての説明で正し
いのは、次のうちどれか。
　①�買い受け等しようとする場合において、その

古物について不正品の疑いがあると認めると
きは、３日以内に警察官にその旨を申告しな
ければならない。

　②�買受け等しようとする買い取りをする場合に
おいて、その古物について不正品の疑いがあ
ると認めるときは、直ちに警察官にその旨を
申告しなければならない。� 正解　②

［問題］　古物営業法の相手方の真偽の確認と帳簿
等への記載等の記録義務についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�個々の古物の価格が１万円未満でも、対価の
総額が１万円以上の場合には相手方の真偽の
確認と帳簿等への記載等の記録義務は免除さ
れない。

　②�個々の古物の価格が１万円未満であれば、対
価の総額が１万円以上の場合でも相手方の真
偽の確認と帳簿等への記載等の記録義務は免
除される。� 正解　①

［問題］　古物営業の規制についての説明で正しい
のは、次のうちどれか。
　①�個人で許可を受けて古物営業していたが、事
業の拡大等によって法人として古物営業をし
ようとする営業となったときには、新たに法
人の許可を受けなければならない。

　②�個人で許可を受けて古物営業していたが、事
業の拡大等によって法人として古物営業をし
ようとする営業となったときも、そのまま個
人の許可で営業してもよい。� 正解　①

［問題］　古物の行商についての説明で正しいの
は、次のうちどれか。
　①�行商の届け出をすれば、営業所以外の場所で
の（全国どこでも）販売ができる。

　②�行商の届け出をしなくとも、古物商許可証を
携帯すれば、営業所以外での場所での（全国
どこでも）販売ができる。� 正解　①

［問題］　古物の行商（仮設店舗において古物営業
を営む場合において、あらかじめ、その日時及び
場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出た
ときを除く。）についての説明で正しいのは、次
のうちどれか。
　①�行商の届け出をしても、営業所又はおよび取
引の相手方の住所若しくはもしくは居所以外
の場所で古物商以外の者からの買い受け等に
より古物を受け取ることはできない。

　②�行商の届け出をすれば、営業所又はおよび取
引の相手方の住所若しくはもしくは居所以外
の場所で（全国どこでも）古物商以外の者か
らの買い受け等により古物を受け取ることが
できる。� 正解　①

［問題］　品触れについての説明で正しいのは、次
のうちどれか。
　①�品触れを受け取ったらその品触書に到達日付

を記載し、その日から１年間これを保存しな
ければならない。

　②�品触れを受け取ったらその品触書に到達日付
を記載し、その日から６カ月これを保存しな
ければならない。� 正解　②

［問題］　古物商がホームページを利用してする古
物をの取引する場合についての説明で正しいの
は、次のうちどれか。

　①�ホームページで古物を売るだけの営業なら、
公安委員会へＵＲＬの届け出をしなくてもよい。

　②�ホームページで古物を売るだけの営業でも、
公安委員会へＵＲＬの届け出をしなければな
らない。� 正解　②

［問題］　ホームページを利用する古物の取引につ
いての説明で正しいのは、次のうちどれか。
　①�古物取引を行うホームページには、「氏名又

はまたは名称」「許可をした警察署の名称」「許
可証の番号」をその取り扱う古物に関する事
項と共に表示しなければならない。

　②�古物取引を行うホームページには、「氏名又
はまたは名称」「許可をした公安委員会の名
称」「許可証の番号」をその取り扱う古物に
関する事項と共に表示しなければならない。

� 正解　②
　※ 「その取り扱う古物に関する事項と共に」表

示しなければならないため、取り扱う古物を
掲載している個々のページに表示するのを原
則としている。

［問題］　古物営業についての説明で正しいのは、
次のうちどれか。
　①�原則として、古銭は古物扱いになる。
　②�原則として、古銭は古物扱いにならない。
� 正解　②
　※設問の表現を検討する必要がある。
　　 「古物」には、現在そのもの本来の用途以外

に使用することが常態となったものを含まな
いため、現在流通していない古銭については
古物に該当しない。ただし、当該古銭が希少
かつ鑑賞的価値を有し、歴史的な美術品と客
観的に判断される場合等においては、古物に
該当し得る場合もある。

［問題］　古物商が、古物商以外の者から買い受け
等ができる場所（仮設店舗において古物営業を営
む場合において、あらかじめ、その日時及び場所
をその場所を管轄する公安委員会に届け出たとき
を除く。）は、「届出をしている営業所」と、ほか
にはどこか。次の中から正しいものを選びなさい。
　①相手方の住所、居所　②相手方が勤める会社
� 正解　①
［問題］　品触れを受け取ったときは、その品触書
に到達着の日付を記載し、その日からどれほどの
期間、保存しなければならないか。次の中から正
しいものを選びなさい。
　①３カ月間　②６カ月間� 正解　②
［問題］　非対面取引の相手方の真偽の本人確認方
法で適切なのは、次のうちどれか。
　①�相手から電子署名を行ったメールの送信を受
ける。

　②�相手に簡易書留を送付して、その到達を確か
める。� 正解　①

　※情報が不足しており、答①②共に誤りである。
［問題］　帳簿（古物台帳）等の備え付け期間は、
最終の記載等を記録した日から何年間か。次の中
から正しいものを選びなさい。
　①３年間　②５年間� 正解　①
［問題］　古物営業法の古物商の営業の制限に違反
している行為は、次のどれですか。
　①�フリーマーケットへ行き、古物商でない者か

ら仕入れのための古物を購入した。
　②�古物商の仲間とレストランで食事をした後、
レストランの駐車場で古物の受け取りをした。

� 正解　①
［問題］　品触れの有効期限保存期間は、当該品触
れに係る書面を受け取った日から何カ月か。次の
中から正しいものを選びなさい。
　①６カ月　② 12 カ月� 正解　①
［問題］　古物営業で都道府県公安委員会による
「営業の停止命令」の対象となる行為は何か、次
の中から正しいものを選びなさい。
　①�代理人等が営業取引制限に違反した。
　②�古物商が不正品に関する申告をしなかった。
� 正解　②
　�処分基準は、各都道府県公安委員会で定めてい

るため、確認が必要である。
［問題］　競売以外の公の市場等から入手した古物
が盗難品であった場合、盗難の被害者は、古物商
に無償で返還することを要求することができるが、
は被害者に返還義務があるが、返還その期間は盗
難または遺失の日から何年以内か。次の中から正
しいものを選びなさい。
　①１年　②３年� 正解　①

右ページに続く→
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会場によって休館日が異なります。事前に確認の上、お出かけください。

　刀剣がキャラクター化され、女性に大人気の時代。当館の所蔵品では国宝
の短刀「日向正宗（ひゅうがまさむね）」がキャラクターになっています。
今回の展覧会は、これにあやかり国宝「日向正宗」ならびに重文の刀「加藤
国広（かとうくにひろ）」など館蔵の名刀を中心に、刀装具や甲冑、武将の
画像や大名家伝来の茶道具や雛道具などを展示いたします。江戸時代は豪商
であった三井家ですが、大名や武家との交流も密にあり、意外に多くの美術
品が伝わっています。
会期：11月21日㈯〜1月27日㈬

■三井記念美術館
　東京都中央区日本橋室町2-1-1　三井本館7階　☎050-5541-8600
　http://www.mitsui-museum.jp/gaiyou/gaiyou.html

国宝の名刀「日向正宗」と武将の美

　公益財団法人日本美術刀剣保存協会では、作刀、彫金および刀身彫等の現
代作家の技術の向上を図るとともに、現代技術の優秀さを認識してもらうこ
とにより、刀剣への関心を高めることを目的として、昭和30年より毎年開催
している。審査の上で入選者を決定し、中でも優れたものについては正宗賞・
高松宮記念賞をはじめとした特賞・優秀賞・努力賞を授与し表彰している。
　本年度の受賞者は別表の通り。入賞以上の作品は刀剣博物館にて展示される。
会期：9月5日㈯〜10月18日㈰

■刀剣博物館
　〒130-0015�墨田区横網1-12-9　☎03-6284-1000
　https://www.touken.or.jp/museum/

現代刀職展─作刀の部･刀身彫の部･彫金の部

賞
作刀の部

彫金の部 刀身彫の部太刀・刀・脇指・
薙刀・槍� 短刀・剣

高松宮記念賞 北川　哲士
薫山賞 髙橋　祐哉 川島　義之 柳村　将之
寒山賞 加藤　政也
会長賞 月山　一郎

優秀賞
宮城　朋幸 安藤　祐介 福與　裕毅
森國　利文 桑野　冬照
冨岡慶一郎

努力賞

新保　基治 上畠　　誠 長内　勝義 片山　　恒
木村　光宏 松川　　隆 片山　　恒 入江　万里
曽根　　寬 伊藤　重光 石井　瑛湖

金田　達吉 羽岡　慎仁 ブローデリック・
ジェフ

山下　浩郎 石田　智久 栁川　清次
藤田　宗久 岡本　克博 佐藤奈々美
小宮早陽光 髙橋　正樹
安藤　祐介 伊藤　桂子

入選

吉田　政也 森　　光秀 武田　守夫
宮下　　輝 吉田　政也 坂井　　淳
小澤　茂範 髙羽　　弘 大川　千光
渡辺　　徹 藤村　惠當 恩田　秀人
佐々木直彦 山口　石根
小宮　治氣 佐々木恒介
湯川　夜叉 岡村明日香
江澤　利宗 太佐　誠治
澤井　美保
古山　直樹

　本年5月に開催予定であったが延期となっていた
「百錬精鐡―刀匠月山貞利展」がいよいよ開催される。
3年に一度と恒例の個展は、30年にわたって続いてい
る。円熟味を増した伝統の綾杉肌と迫力ある龍彫り
を施した最新作約30点が、同時に後継者月山貞伸刀
匠の作品数点と併せて展示販売される。
　通常開催時間は10時30分〜19時30分であるが、昨今
の状況に鑑み、事前に確認してお出かけいただきたい。
会期：10月28日㈬〜11月3日

■日本橋高島屋S.C.
　〒103-8265�中央区日本橋2-4-1　☎03-3211-4111
　https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/index.html

百錬精鐡─刀匠月山貞利展

　埋忠とは、桃山時代から江戸時代にかけて活躍した一門の
名前です。中でも刀剣・刀身彫刻・鐔に長じた埋忠明寿の作
品は、刀剣界で高く評価されてきました。
　しかし、埋忠一門は刀剣や鐔の制作だけにとどまらず、古
い名刀の仕立て直しや金象嵌銘の嵌入作業、あるいは金具（鎺
〈はばき〉）の制作や名刀の記録作業など、名刀をめぐる幅広
い彫金加工にも従事していました。これらの作業は、明寿を
含む埋忠工房全体で行われていたと考えられます。
　今回の展覧会では、従来から高く評価されている埋忠一門
の刀剣・刀装具を紹介すると同時に、埋忠一門が手がけた仕
立て直しや金具制作、名刀の記録といった「それ以外」の活
動に着目し、当時の時代背景からその実像を探るものです。
桃山時代の京都で新しくみずみずしい造形を刀剣・刀装具に
もたらした、埋忠一門の多彩な活動を振り返ることで、それ
らが現在に残した影響の大きさをあらためて評価します。
会期：10月31日㈯〜12月14日㈪

■大阪歴史博物館
　〒540-0008�大阪市中央区大手前4-1-32　☎06-6946-5728
　http://www.mus-his.city.osaka.jp/index.html

特別展「埋忠<UMETADA> 桃山刀剣界の雄」

　平成30年11月に瀬戸内市が開始した国宝「太刀�無銘
一文字（山鳥毛）」を購入するための「山鳥毛里帰りプ
ロジェクト」が1月26日をもって、必要経費を除く寄付
金が目標額である5億1,309万円（山鳥毛購入費5億円＋
施設整備費1,309万円）を達成した。日本全国、さらに
は海外も含め延べ1万7,000名を超える支援者から計8億
8,000万円を超える寄付が寄せられたことで、優れた日
本刀の持つ底力を広く知らしめたものである。武久顕
也市長は「できるだけ早くお披露目したい」としてい
たが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で時期を遅
らせざるを得ず、この度、感染防止対策や「3密」回避
のための入館予約システム導入が導入され、ついにお披露目が決定した。
会期：9月10日㈭〜10月4日㈰

■備前長船刀剣博物館
　〒701-4271�岡山県瀬戸内市長船町長船966　☎0869-66-7767
　http://www.city.setouchi.lg.jp/token/

特別陳列 国宝「太刀 無銘一文字（山鳥毛）」

　お守り刀は古来、作刀・研磨・木工芸・金工・漆芸・
染織と、日本伝統工芸の粋を集めて製作されてきまし
た。このお守り刀の魅力を広く発信するため、「お守り
刀展覧会」が開催され、今年は15回目の節目の年にな
る予定でした。しかしながら、100年に一度と言われる
未知の感染症に世界が襲われ、4月には日本でも緊急事
態宣言が発令され、すべての社会活動が中止に追い込
まれました。当初お守り刀展覧会の中止も検討されま
したが、逆にこのような時だからこそ、「魔を除け邪を
祓う」祈りが込められたお守り刀の力で、世の中の平穏を願うべきではない
かと考え、形を変えて開催することといたしました。
　今回は、優れたお守り刀を集結し、日本だけでなく世界の禍を断ち切りた
いという願いを込めて、対象を広げ、過去に製作され、各展覧会に出品され
たお守り刀も募集対象とする特別展として、開催するものであります。会場
に足を運んで下さる方々の健やかな人生を願う展覧会となることを期するも
のであります。
会期：9月12日㈯〜11月23日㈪

■坂城町鉄の展示館
　〒389-0601�長野県埴科郡坂城町坂城6313-2　☎0268-82-1128
　https://www.tetsu-museum.info/

お守り刀特別展～願いを込めて

　人類が製鉄技術を持っていなかった時代、鉄器は地
球上の鉄鉱石ではなく、鉄隕石（鉄分が多い隕石）を
原料に製作されたと考えられてきました。
　そこで、この製造工程や条件などの検証を行うため、
空宙博の松井孝典館長（千葉工業大学学長）が、関市
の藤原兼房刀匠との協働により、鉄隕石から刀（天鉄刀）
を3振製作しました。このうち、2振を空宙博の新たな
常設展示物として追加し、7月11日㈯から製造工程や分
析結果とともに紹介により行っています。

■岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
　〒504-0924�岐阜県各務原市下切町5-1　☎058-386-8500
　http://www.sorahaku.net/

天　鉄　刀
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伊波賢一 Ken-ichi Inami
㈱ 日 本 刀 剣

〒161-0033
東京都新宿区下落合3-17-33
TEL 03-3951-3312
FAX 03-3951-3615

http://www.iidakoendo.com
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